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は じ め に 

  

本市では、令和３（２０２１）年３月に、 「第２次伊達市環境基本計

画」 を策定し、 「みんなで学び共に行動し、豊かな自然を未来へ継

ぐ 伊達」 を将来環境像として掲げ、その実現に向け取り組みを続け

てまいりました。 

その間、私たちを取り巻く環境問題は大きく変化しています。近年、

地球温暖化の影響とみられる記録的な猛暑や局地的な豪雨災害、

生物多様性の喪失、廃棄物問題等、地球規模の環境問題が深刻化

しており、その影響は私たちの身近な生活領域にまで及んでいます。 

我が国では、２０５０年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする 「カーボンニュートラ

ル」 に向けた取り組みが加速しており、次世代に継承できる持続可能な社会を構築することが

求められています。また、持続可能な開発目標（SDGs）に基づく新しい価値観が浸透し、環境

分野のみならず経済・社会全体を含めた幅広い協力や行動が必要とされています。 

そして、このような社会情勢の変化や多様化する環境問題に対応するため、本計画の中間

年度にあたる令和７（２０２５）年度に取組の目標となる指標等の見直しを行いました。今後は見

直し後の計画のもと、地域の特徴を活かした環境施策を推進してまいります。 

本市の環境をより良いものにしていくためには、市民・事業者の皆様と協働して取り組むことが

不可欠となりますので、引き続き皆様のご支援とご協力をお願いいたします。 

結びに、本計画の見直しに当たり、慎重なご審議をいただきました伊達市環境基本計画推

進会議委員の皆様、貴重なご意見をお寄せいただきました市民・事業者の皆様、関係各位に

心から御礼申し上げます。 

 

令和８年３月 

 

伊 達 市 長 
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第１章 計画の基本的事項 

１ 計画策定の背景と中間見直しについて 

本市は、環境負荷の少ない持続的発展が可能な循環型社会を構築し、自然と共生する

やすらぎのあるまちづくりを目指すため、平成２２（２０１０）年４月、良好な環境の

保全と創造に関する基本理念や市民、事業者、滞在者（出張、観光・レクリエーション

等による市内の一時滞在者を指す）及び市の役割や基本的施策の方向性を示した「伊達

市環境基本条例※1」を施行しました。 

この環境基本条例に掲げる基本理念の具現化を目指し、環境保全及び創造に関する施

策を総合的かつ計画的に推進していくための具体的な指針として、平成２３（２０１

１）年３月に「伊達市環境基本計画」を策定しましたが、平成２３（２０１１）年３月

１１日に発生した東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所事故等、伊達市を

取り巻く環境も大きく変化したことから、平成２６（２０１４）年３月に環境基本計画

の一部改定を行いました。 

平成２６（２０１４）年に改定した計画の計画期間が終了すること、また、地球温暖

化をはじめとする環境問題をめぐり、国内外において動向の大きな変化があったことか

ら、令和３（２０２１）年３月に「第２次伊達市環境基本計画」を策定し、環境施策の

推進に取り組んできました。 

計画策定から５年が経過し、環境を取り巻く問題は世界規模で深刻化しており、地球

温暖化の進行に伴う気温上昇や極端な降水等のリスクがさらに高まることが予測されて

います。令和３（２０２１）年８月に公表された IPCC※2（気候変動に関する政府間パネ

ル）第６次評価報告書では、「人間の影響が大気・海洋及び陸域を温暖化させてきたこ

とには疑う余地がない」と人間活動が原因であることについて断定的な表現がされてお

り、早急な対応が求められています。 

国際社会においては、地球温暖化の影響による環境問題と、現在の経済や社会体制の

持続の問題の両立について、世界的な危機意識が高まっています。そのため、平成２７

（２０１５）年には、持続可能な開発目標（SDGs※3）を掲げる「持続可能な開発のため

の２０３０アジェンダ※4」や「パリ協定※5」が採択され、持続可能な社会の実現に向け

て大きく考え方を転換することが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
1伊達市における環境保全と創造について基本的事項、理念を定めた条例 
2気候変動に関する最新の科学的知見を評価し、各国政府の政策決定に科学的基礎を提供することを目的と

した政府間組織 
317のゴールと 169のターゲットからなる持続可能な開発目標 
4国連持続可能な開発サミットで採択された 2030年までに国際社会が共通して取り組むべき目標と行動計画 
5国連気候変動枠組条約第 21回締約国会議（COP21）で締結された気候変動問題に関する国際的枠組み 

パリ協定採択の様子 持続可能な開発目標（SDGs） 
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我が国においては、令和２（２０２０）年１０月に、令和３２（２０５０）年までに

温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、「２０５０年カーボンニュートラル」を

宣言しました。令和３（２０２１）年４月、地球温暖化対策推進本部において、令和１

２（２０３０）年度の温室効果ガスの削減目標を平成２５（２０１３）年度比４６％削

減することとし、さらに、５０％の高みに向けて、挑戦を続けていく旨が公表されまし

た。令和７（２０２５）年２月には、新たな地球温暖化対策計画が閣議決定され、上記

目標に加え、平成２５（２０１３）年度比「２０３５年度６０％削減、２０４０年度７

３％削減」という野心的な中間目標を設定し、２０５０年ネット・ゼロの実現に向けた

道筋をより明確化しました。また、令和６（２０２４）年５月に閣議決定された第六次

環境基本計画では、環境保全を通じた、現在および将来の国民一人一人の「ウェルビー

イング／高い生活の質」を最上位の目的に掲げ、環境収容力を守り環境の質を上げるこ

とによって経済社会が成長・発展できる「循環共生型社会」の構築を目指すこととして

います。 

福島県では、令和３（２０２１）年２月に、令和３２（２０５０）年までに脱炭素社

会の実現を目指す「２０５０年カーボンニュートラル」を宣言し、令和３（２０２１）

年１２月に「第５次福島県環境基本計画」を策定しました。また、令和５（２０２３）

年３月には「福島県地球温暖化対策推進計画」を改定し、県内の温室効果ガス排出量を

平成２５（２０１３）年度比「２０３０年度５０％削減、２０４０年度７５％削減、２

０５０年度実質ゼロ（カーボンニュートラル）」という目標を掲げました。 

このような国内外の動向、社会情勢の変化等を踏まえ、令和８年３月、本計画の基本

的事項やめざす将来環境像等の基本的枠組みを継承しつつ、計画の見直しを行いまし

た。 

 

 

 

 

出典：環境省ウェブサイト「脱炭素ポータルサイト」 

カーボンニュートラル 
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２ 計画の位置づけ 

伊達市環境基本条例第９条に基づき策定された本計画は、環境に関する市の施策の方

向性を示すとともに、市民・事業者が環境保全に取り組むための指針を明示するもので

す。伊達市環境基本条例の基本理念と伊達市第３次総合計画※6に示す本市の将来像を環

境面から実現するための計画であり、市の環境関連計画においては最上位に位置づけら

れます。  

本計画は、国や福島県の環境基本計画との関連性に配慮するとともに、市が策定する

その他の環境に関連する計画等、各施策の内容についても整合を図ります。また、本計

画は、地球温暖化対策の推進に関する法律第１９条第２項に規定される地球温暖化対策

実行計画（区域施策編）を包含しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画の位置づけ 

３ 計画の対象 

（１） 対象期間 

本計画は令和１２（２０３０）年度を目標年次として、令和３（２０２１）年度から

の１０年間を計画期間としています。 

なお、計画期間のおよそ中間年にあたる令和７（２０２５）年度に、市の最上位計画

である伊達市第３次総合計画及び本市の環境を取り巻く状況の変化等を踏まえ、計画の

見直しを行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6伊達市の長期的なまちづくりの基本的な方向、施策、基本事業を示し、市政の指針を策定した計画 

国 

 

 

 

 

環境基本法 

福島県 

 

 

 

  

福島県環境基本条例 

福島県環境基本計画 

伊達市環境基本条例 

第２次伊達市環境基本計画 
地球温暖化対策実行計画(区域施策編)含む 

伊達市第３次総合計画 

環境保全に関する個別の事業・施策・計画等 

環境基本計画 

平成 26年 

▼ 

令和５年 

▼ 

令和 12年 

▼ 

伊達市第３次総合計画 伊達市第２次総合計画 

令和７年 

▼ 

第２次伊達市環境基本計画            

令和３年 

▼ 

中間 

見直

し 

令和 14年 

▼ 
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（２） 対象とする環境 

計画の対象とする環境は以下のとおりです。 

地球環境 地球温暖化対策など 

自然環境 
私達の身のまわりに存在する空気や土、生態系など、生物の生存

基盤となる環境 

生活環境 
大気質、水質、騒音、廃棄物など、私達が生活することにより何

らかの影響を受け、新たに発生する環境 

快適環境 自然、音、香り、景観など、生活空間の中で快適と感じる環境 

放射性物質により

影響を受けた環境 
放射性物質による汚染などにより影響を受けた環境 

環境保全に取り組

む基盤づくり 
環境保全の取組を推進するための基盤 

 

（３） 対象地域 

本計画は伊達市全域を対象とします。 

ただし、大気や水、地球環境問題など、流域あるいは広域に対応することが望ましい

事項については、周辺地域や福島県及び国との連携も視野に入れた計画とします。 

 

（４） 対象主体 

本計画の対象とする主体は、市民、事業者、滞在者及び市とします。 
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桃の花と山の景色 
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第２章 伊達市の環境の特徴と課題 
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第２章 伊達市の環境の特徴と課題 

１ 伊達市の環境の特徴 

既存文献調査や市民・事業所アンケート調査の結果を踏まえ、本市の環境の特徴とし

て「良い点・誇れる点」及び「改善すべき点」の両面から整理しました。  

環境分野 良い点・誇れる点 改善すべき点 

（１）地球環境 
地球温暖化対策

など 

 ７割以上の市民が蛍光灯、LED

電球を導入済み 

 ８割以上の市民が省エネタイ

プの家電製品の使用に努めて

いる 

 節電や廃棄物の削減・資源化

の取組をほぼ全ての事業所が

実施 

 約４割の事業所が温室効果ガ

ス、エネルギー、廃棄物の削

減目標を設定 

 公共施設における LED照明導

入箇所数の大幅な目標達成 

 

 二酸化炭素排出量の大きい製造

業、自動車、家庭部門に対する対

策 

 自動車に依存した生活様式の改善 

 環境負荷の少ない移動手段の導入

促進 

 利用割合の低い公共交通機関の充実 

 地球温暖化防止に役立つ先進的な

設備の技術や製品の紹介、導入意

義の周知促進 

 環境保全の取組実施率が低い項目

について、取組方法や取り組む意

義の周知 

 公用車への低公害車導入台数の 

目標未達 

 グリーン経営認証※7取得事業者数

の目標未達 

（２）自然環境 
私達の身のまわり

に存在する空気や

土、生態系など、

生物の生存基盤と

なる環境 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 阿武隈川流域の肥沃な農地で

営まれる、多様な果樹・野菜

の園芸農業 

 霊山を始めとする豊かな自然

や美しい景観 

 石田ブヨメキの湿原に咲くミ

ズバショウ、茶臼山の桜等、

希少で学術的価値の高い自然

地域 

 自然資源を活用した自然公園

や体験施設等の自然とのふれ

あいの場 

 豊かな自然に生息する多様な

希少野生生物 

 桃や柿などの豊富な農産物 

 農業就業人口の減少や高齢化によ

る耕作放棄地の増加への対策 

 林業従事者数の減少による山林の

保全の困難化への対策 

 大規模な気象災害（令和元年東日

本台風等）による河川氾濫等への

対策 

 川や沼などの水辺のきれいさに対

する改善の必要性 

 健全な生態系の維持、生物多様性

の確保への対策 

 エコファーマー※8の認定者数が目

標値を大幅に未達 

 遊休農地面積が増加傾向 

 間伐面積、保安林面積が改善傾向

にあるが目標を未達 

 
7環境保全の取組を行っている（交通運輸産業の）事業所に対して認証・登録される環境認証制度 
8各都道府県の知事が認定した化学肥料や農薬の使用を減らした農家  
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環境分野 良い点・誇れる点 改善すべき点 

（２）自然環境  空気のきれいさ、家の周りの

静かさ・落ち着き 

 自然体験型施設利用者数が目

標を大きく達成  

 鳥獣による農林業等被害額の目標 

未達 

 エコツーリズム※9による交流者数

の目標未達 

（３）生活環境 
大気質、水質、騒

音、廃棄物など、

私達が生活するこ

とにより何らかの

影響を受け、新た

に発生する環境 

 大気環境、土壌、地盤の状況

維持（苦情なし） 

 ダイオキシン類の環境基準達

成 

 ８割以上の住民がごみの規定

とおりの分別排出を実施 

 約５割の事業所が事業所敷地

周辺の清掃活動を実施 

 

 悪臭防止法に基づく規制地域に対

する指導 

 県よりも排出量が多い１人１日当

たりのごみ排出量、平均値に達し

ないリサイクル率の改善 

 ゴミ出し（分別排出等）のマナー

に対する改善の必要性 

 古川の水質基準の目標未達 

 汚水処理人口普及率及び公共下水

道接続率、合併処理浄化槽処理人

口普及率が改善傾向にあるが目標

を未達 

 ごみの排出量及びリサイクル率、

古紙類再資源化量の目標を未達 

 公害苦情件数の目標未達 

（４）快適環境 
自然、音、香

り、景観など、

生活空間の中で

快適と感じる環

境 

 郷土の自然や文化を生かした多

くの観光・レクリエーション施

設 

 多くの歴史的文化的資源（建

造物や史跡、伝統の祭りな

ど） 

 市民が主体となったまち美化

の取組（側溝掃除や落ち葉拾

い、クリーンアップ作戦） 

 防災機能をもつ公園、身近な公園

が不足 

 身近な公園や緑地の利用しやすさ

の改善 

 都市公園数及び都市公園面積の大

幅な目標未達 

 登録指定文化財数の目標未達 

 うつくしまの道・うつくしまの川

サポート制度※10登録団体数の減少

傾向及び目標の未達 

（５）放射性物質

により影響を

受けた環境 

 

 環境放射線モニタリング調査

の結果が現状維持・改善傾向 

 放射線量平成２３（２０１

１）年度比約８９％※低減 

※H２３/８/１９～２２の最高値６.１

５μSv/hと、R１/８/１９～２３の最

高値０.６７μSv/hを比較 

 放射性物質による環境汚染に対す

る安全安心対策の継続 

 放射性物質の降下で環境が汚染さ

れたことによる農産物等の風評被

害対策の実施 

  

 
9自然環境や歴史文化を体験しながら、地域の自然環境や歴史文化の保全について学ぶ観光 
10地域住民と市町村、県の三者が協働して行う道、河川の清掃、美化活動 
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環境分野 良い点・誇れる点 改善すべき点 

（６）環境保全に

取り組む基盤

づくり 

 

 市内の９校において森林環境学

習の実施 

 環境保全に関わりのある NPO団

体の増加 

 約８割の市民が市と協働した環

境保全の活動に対して積極的な

姿勢 

 市で行っている補助制度に関する

情報の提供 

 誰もが参加しやすい活動内容や時

間を工夫した環境保全活動の開催 

 市民の環境活動をより活発にする

ための情報の提供 

 市の取組に対する認知度の改善 

 こどもエコクラブ※11参加団体数の 

目標未達 

 環境保全に関する NPO法人数、

ISO１４００１※12承認取得事業者

数、エコアクション２１※13承認取

得事業者数の目標未達 

  

 
11幼児（３歳）から高校生までなら誰でも参加できる環境活動 
12環境マネジメントシステムに関する国際規格 
13環境省が定めた環境経営システムに関する第三者認証・登録制度 
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２ 市民・事業所アンケート調査 

市民や市内で事業活動を営む事業所の環境保全に対する考え方、日常生活や事業活動

における環境配慮への取組状況、環境行政に望む施策等明らかにし、計画検討に各主体

の視点を反映させるための基礎資料とすることを目的として、市民・事業者アンケート

調査を実施しました。以下に市民アンケート調査結果の一部を示します。 

 

 

【伊達市の環境で素晴らしい・誇らしいと思うこと】 

市民の６割以上が「桃や柿などの豊富な農産物」を素晴らしいと思うこととしてあ

げています。 

次いで「里山や田園に抱かれたのどかな雰囲気」、「緑豊かな自然環境」の良さを

挙げる意見も３割程度あり、過年度から変わらずに、自然的環境について伊達市の環

境の良いところとして認識されていることが伺えます。 

  

  

【アンケート調査の概要】 

■調査対象 

２０歳以上の市民１,８００人を対象に実施 

■調査期間 

令和元（２０１９）年９月１７日（火）～１０月４日（金） 

■有効回答者数（有効回収率） 

５１５人（２８．６％） 
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【将来の環境をより良いものとするために市が今後特に重視すべきと考える取組】 

「公共交通機関の充実」が最も多く、５割以上が特に重視すべき取組と考えてお

り、過年度と比較して、より多くの市民が公共交通機関の不足を感じていると推測さ

れます。 

 

 

【市と市民が協働した環境保全活動への参加・協力の意向】 

「積極的に参加・協力したい」「できれば

（都合がつけば）参加・協力したい」と考え

る市民が合計で約８割を占めており、多くの

市民が協働による環境保全活動への参加に意

欲的です。 

 

３ 前計画の施策及び指標の実施状況 

前計画では、６つの基本目標を定め、各施

策の取組状況を毎年モニタリングすることで計画の達成に向けた取組を推進してきま

した。本計画では、本市の環境を保全するために必要な施策を引き続き実施するとと

もに、取り組まれていない施策について市の現状に基づき内容を見直しました。 

前計画の施策の達成状況については、定めた全２４４施策について、平成３０（２

０１８）年度以前に実施された施策は１０７施策で、実施率は約４４％でした。分野

ごとの施策の取組状況と本市の現状については次ページに示す通りです。 

  

56%

30%

27%

26%

25%

22%

20%

20%

17%

14%

13%

8%

7%

2%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

公共交通機関の充実など、マイカーを使わなくても

買い物など暮らしに困らないようにする

子供たちが体験を通じて環境の大切さを学ぶ、環境教育を進める

優良農地の保全や耕作放棄地の発生防止に努める

省エネ・再エネなどの地球温暖化防止行動を推進する

ごみの削減、再利用、再生利用（リサイクル）を推進する

ごみやタバコのポイ捨てや不法投棄が減るように、マナーやモラルの向上を図る

下水道整備や浄化槽の設置を促すなど、生活排水への対策を進める

放射性物質をはじめとする有害物質について、

モニタリング調査を通じて現状を正確に把握し、情報発信する

多様な生き物が生息できるように、雑木林や里山を保全・再生する

現在活用されず廃棄されているものを積極的に資源として活用していく

古い建物や文化財、史跡などを大事にし、保存や整備を進める

燃費の良い自動車や排出ガスの少ない自動車などの低公害車を普及させる

市民団体や地域等での自主的な環境保全活動を推進する

環境負荷の少ない自動車の運転（エコドライブ）を普及させる

その他

有効回答数に占める割合
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前計画の実施率が低かった主な要因としては、計画数が多かったこと、また、各施

策の実施担当課が多く責任の所在が不明確であったことが挙げられます。本計画で

は、施策の数を前計画の２４４施策から１０３施策に絞ると同時に、優先して取り組

むべき施策を重点施策として３０施策設定し、取組の実効性を高めることを目指しま

す。 

 

（１） 地球環境 

施策については、５７施策中実施されている施策は１８施策に留まり、実施率が低い

状況です。特に、エネルギーの効率的な利用の推進や環境に配慮した事業活動の推進、

環境負荷の少ない自動車利用の推進等の取組について、実施率の改善が必要です。 

本市の二酸化炭素排出量は減少傾向にありますが、前計画策定時（平成２２年（２０

１０年）度）と比較して微増しています。取組としては、平成２３（２０１１）年２月

に策定した伊達市地域新エネルギービジョン※14に基づき積極的なエネルギー対策の推進

を目指しています。また、太陽光発電設備や蓄電池設備の設置等に助成金を支給し、太

陽光発電の導入促進を行ってきました。 

 

（２） 自然環境 

施策については、５０施策中２４施策が実施されています。身近な自然に関する取組

は継続されていますが、森林環境や自然とのふれあいについて取り組まれていない施策

が多い結果となりました。本計画では取組が進まなかった施策について改善が求められ

ます。 

本市の土地の５０％を森林が占めています。健全な森林の育成を図るためには、植栽

や間伐等の整備が重要ですが、本市においては林業従事者の減少や高齢化により、山林

の維持・保全が困難な状況が懸念されます。同様に、県内有数の生産量を誇り基幹産業

である農業においても、農業就業人口の減少や農業経営者の高齢化が進行し、中山間地

を中心に耕作条件の不利地域で耕作放棄地の増加が著しい状況となっています。 

 

（３） 生活環境 

施策については、５７施策中２８施策が実施され、身近な生活環境に関する取組の実

施率は高く、一方で、廃棄物・リサイクルにおけるごみの減量化や再使用・再生利用の

促進に関して取組状況が良好ではありませんでした。また、大気環境については、事業

活動に伴う環境負荷の低減が、水・土壌環境については、水質の保全に関する実施状況

が良くありませんでした。継続して施策を実施し、良好な生活環境を目指す必要があり

ます。 

本市の大気環境（隣接する福島市の一般環境大気測定局の結果を使用）は光化学オキ

シダント※15を除くすべての項目について環境基準を達成しており、全国の平均値と比較

しても良好です。一方で、悪臭に関する苦情が発生しており、前計画の目標を達成して

いない状況です。水環境については、汚水処理人口普及率※16及び公共下水道接続率※17、

 
14伊達市における新エネルギー導入・推進のための方策 
15工場の煙や排気ガス等に含まれる物質が太陽からの紫外線を受けて作り出される酸化力の強い物質 
16下水道、農業集落排水施設等、浄化槽等の処理施設を利用できる人口が、全人口に占める割合 
17下水道を利用できる区域の人口に対して、下水道へ接続している人口の割合 
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合併処理浄化槽処理人口普及率※18が前計画の目標を達成していない状況です。また、河

川の水質環境については、前計画の目標に対して令和元（２０１９）年度は小国川が環

境基準をわずかに未達、古川が水質基準を大幅に未達となっています。 

ごみの排出量について、本市では平成３０（２０１８）年度の１人１日当たりのごみ

排出量が１,１３３g/人日、リサイクル率が１１.６％となっており、県の１人１日当たり

のごみ排出量１,０２９g/人日を上回り、リサイクル率１２.９％を下回っています。前計

画の目標も達成していない状況です。 

 

（４） 快適環境 

施策については、４２施策中２１施策が実施されていました。都市的な環境について

は、緑化の推進に関する施策について、実施率が低い状況です。また、歴史・文化的環

境について、実施率が良好ではありませんでしたが、必要な施策を絞って取り組んでい

くことが必要です。 

市民が主体となったまち美化の取組として、側溝掃除や落ち葉拾い、クリーンアップ

作戦等行われています。一方でうつくしまの道・川サポート制度登録団体数の減少傾向

が見られます。 

 

（５） 放射性物質により影響を受けた環境への対応 

施策については、概ね実施されています。 

東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により、放射能対策は緊急

で最大の課題になりましたが、除染、ガラスバッジやホールボディカウンタ※19検査によ

る放射線量の把握等の対策により、放射能の不安は少しずつ和らいできています。今後

も継続した取組が求められます。 

 

（６） 環境保全に取り組むための基礎づくり 

施策については、２６施策中５施策が実施されており、取り組まれていた施策が約２

割となりました。 

本市の取組としては、各学校において環境学習が行われています。しかし、こどもエ

コクラブ参加団体数や青少年の緑化活動の中核的な活動を行う緑の少年団の登録団体数

が前計画の目標を達成していない状況です。 

また、環境保全に関わりのある NPO法人が前計画策定時より増加しており、積極的に

取組を実施しています。一方で、環境保全に関する認証制度の取得事業者数は前計画の

目標を達成していない状況です。  

 
18総人口のうち、トイレや台所等から排出される生活排水を併せて処理する浄化槽を利用する人口の割合 
19体の中に取り込まれ沈着した放射性物質から漏れ出る放射線を体の外側から測定する装置 
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４ 伊達市が特に取り組むべき課題 

前項で整理した本市の環境の特徴（良い点・誇れる点、改善すべき点）に対し、上位

計画や社会情勢を踏まえた上で、本計画の策定にあたり特に市が重点的に取り組むべき

だと考えられる課題を整理しました。 

（１） 地球環境 

① 家庭の取組促進を通じた二酸化炭素排出量の削減                       

市民・事業所アンケート調査では８割以上の市民が「省エネタイプの家電製品を

使うように努めている」こと等、省エネに取り組んでいることが分かりました。ま

た、提供発信して欲しいと思う情報としては「補助制度に関する情報」「省エネ・

再エネに関する具体的な取組や工夫」が大きな割合を占めています。 

家庭部門における排出量削減を促進するために、取組による効果や市民の利益関

心に繋がる情報、先進的な設備の導入意義の周知、現行の補助制度の拡充等につい

て検討する必要があります。 

また、市民、事業者の模範となるように市役所の率先した取組も継続して実施す

るとともに、地球温暖化対策実行計画に基づいて計画的に取組を推進します。 

 

② 地域の自然特性を活かした再生可能エネルギー※20の利用拡大                 

近年、太陽光発電施設の導入に関し、周辺地域に対する景観面での影響が大きい

ことが指摘されています。 

今後は周辺環境との調和のとれた太陽光発電の導入を検討します。また、小水

力、風力、利用可能量が大きいと考えられるバイオマス※21等の再生可能エネルギー

の導入についても取り組み、安心安全で持続的に発展可能な社会を目指します。 

 

③ 環境負荷の少ない移動手段への転換                           

市民・事業所アンケート調査によると、日常生活において、市内を移動する人の

７６％が自家用車を利用しており、バスや電車等の公共交通を利用している人の割

合が低くなっています。また、市が今後特に重視すべきと考える取組として「公共

交通機関の充実」が挙がる等、多くの住民が公共交通の不足を感じていることが伺

えます。 

デマンド交通※22の更なる活用等により、交通空白地域における自家用自動車に依

存した生活様式の改善を図ると同時に、電気自動車・ハイブリット車等の環境負荷

低減に寄与する自動車や自転車の利用促進、エコドライブの推進等を図ることで、

地球温暖化対策にも寄与する施策を検討します。  

 
20太陽光、風力、水力、バイオマス等、温室効果ガスを排出しないエネルギー 
21木材、食品廃棄物等、動植物由来の再利用可能な有機性資源 
22利用者のニーズに応じて予約を入れて指定された時間に指定された場所へ送迎する交通サービス 
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（２） 自然環境 

① 健全な森林・農地の保全・整備                             

農業経営者の高齢化や耕作放棄地の増加が懸念される農業分野については、農林

業従事者の育成やボランティアの活用等、担い手確保を通じた農林業振興を進める

とともに、環境保全型農業を推進する等、森林や農地を適切に維持管理し、里地里

山の二次的環境を保全することが求められます。 

 

② 様々な主体との協働による自然資源の活用・保全                    

市民・事業者アンケート調査では、多くの市民が身近にある自然的環境について

高く評価をしていることが分かります。自然環境の保全に向け、自然環境や本市の

文化を体験するエコツーリズムや、観光資源として景観形成作物の作付け等を通じ

た、市民・事業所との協働や都市地域との交流により、農地里山の保全・活用の活

動を促進していくことが求められます。また、林業体験や森林環境学習、森林セラ

ピー※23等を通じて、森林の公益的機能の理解促進とその維持・向上を図ることで、

生物の生息地や自然景観の保全を推進することが重要です。 

 

③ 豊かな自然環境の保全と共生                             

本市は、霊山県立自然公園をはじめとする森林公園や茶臼山自然環境保全地域、

御幸山緑地環境保全地域、石田ブヨメキ自然環境保全地域、さらに阿武隈川や広瀬

川等、水と緑に恵まれた良好な自然環境を有しています。 

一方で、令和元（２０１９）年１０月の令和元年東日本台風では本市も大きな被

害を受け、地球温暖化の影響で増加していると考えられている大雨や、台風等の気

象災害による河川氾濫や土砂災害等も懸念されています。水源涵養機能※24や快適環

境形成機能※25等、自然の恵みを享受すると同時に、国が令和元（２０１９）年７月

に推進戦略を定めているグリーンインフラ※26を活用する等、自然環境の安全管理を

確実に行う必要があります。  

 
23医学的な証拠に裏付けされた森林浴の効果を健康づくりに役立てる取組 
24森林の土壌が降水を貯留することにより、河川へ流れ込む水量を平準化し、川の流量を安定させる機能 
25森林が気候を緩和・調節し、防風や防音等の機能により快適な環境を形成すること 
26自然環境が有する機能を積極的に活用し、居住環境の向上、防災等の効果を得るための取組 
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④ 生物多様性の保全と生息域の維持・創造                         

国においては、平成２４（２０１２）年９月に生物多様性国家戦略２０１２-２０

２０※27が策定され「自然と共生する世界」の実現に向けた方向性を示しています。

各自治体においては生物多様性基本法に基づき、生物多様性地域戦略の策定が推奨

されており、生物多様性の保全及び持続可能な利用には、地域の特性に応じて戦略

を策定することが必要だと考えられています。 

本市では、都市マスタープラン※28において自然や生態系に配慮した施設整備や自

然景観と調和するまちづくりの推進を目指していますが、市民・事業所アンケート

調査では、身の回りの環境の満足度として「健全な生態系の維持、生物多様性の確

保」について３割以上の市民が不満に感じています。 

生態系ネットワーク※29の形成や外来種に関する適正な情報発信等を通じて、生物

多様性の保全に向けた取組が必要です。 

 

（３） 生活環境 

① 良好な生活環境の維持                                

市民・事業所アンケート調査では、過半数の市民が「空気のきれいさ」「家の周

りの静かさ、落ち着き」に満足しており、約９割の市民が重要視しています。大気

環境を維持しさらに良くするために、光化学オキシダントや悪臭対策についてモニ

タリングや注意喚起の継続が求められます。また、生活排水の流入防止策の検討や

市民の水質浄化に対する意識啓発等、水質改善に取り組むことが求められます。 

 

② 廃棄物の発生抑制と適正な廃棄物処理の推進                       

市民・事業所アンケート調査では８割以上の住民が「ごみの規定とおりの分別排

出」を実施していると回答している一方で、３割以上の市民が「ごみ出しのマナ

ー」について不満に感じていることから、地域によっては改善の必要があることが

伺えます。 

ごみの減少、リサイクル率の向上、ごみ出しのマナー改善を促進するために、市

民の意識を改善し、取組を促すような施策を検討する必要があります。 

  

 
27生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本的な計画 
28伊達市の将来像やまちづくり等、都市計画に関する基本方針を示す計画 
29野生生物が生息、生育する様々な空間（森林、農地、水辺等）をつなげ生態系を保全、再生する取組 
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（４） 快適環境 

① 親しみある公園・緑地の整備                                

公園や緑地は生活へ潤いや安らぎを与える効果の他、健康活動やコミュニティ醸

成の場としての機能、防災・減災機能、環境保全機能、観光資源の価値向上を通じ

た経済・活力の維持向上等、近年の社会問題に対する課題解決の可能性が期待され

ています。 

市民・事業所アンケート調査では、地域によってばらつきがありますが、「身近

な公園や緑地の多さ、利用しやすさ」について約３割が不満を感じています。 

都市公園と併せて、市街地周辺や中山間地域等、身近な公園等が不足している地

域においては、公園の配置について検討するとともに、安全に長期間使用できるよ

うに利用しやすさや維持管理についても検討する必要があります。 

 

② 市民が主体となったまち美化                             

市民・事業所アンケート調査では「ポイ捨てをしない、ペットのフンの放置を行

わない」行動について、８割以上の市民がいつも取り組んでいます。 

より多くの市民にまち美化に取り組んでいただけるように、広報紙や市ホームペ

ージ等を通じた意識啓発等の対策を検討する必要があります。 

 

③ 郷土の歴史・文化的資源の保全・活用と次代への継承                

本市には多くの歴史的文化的資源や郷土に伝わる伝統の祭りが各地にあり、地域

が育んできた歴史や文化を活用した多くの観光・レクリエーション施設も点在して

います。また、霊山をはじめとする豊かな自然景観や、阿武隈高地に抱かれた里山

や山村の風景、郷土の原風景である果樹園・水田等の田園景観、阿武隈川・広瀬川

等のうるおいある水辺景観等、大切に守られ、育まれてきた魅力的な地域資源が数

多くみられます。 

本市の魅力の一つとして、貴重な地域資源の価値を再認識し、市民の理解や郷土

意識を醸成するとともに、計画的な維持・保全を図ることが重要です。  

 

④ 特色ある景観資源の活用                                

自然景観のほか、伊達氏ゆかりの歴史資産を中心としたまちなみ景観等、本市の

特色を活かした景観資源の保全と活用により、快適環境の形成を図るとともに観光

資源として地域の活性にも寄与できると考えられます。 
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（５） 放射性物質により影響を受けた環境 

① 放射性物質の影響に対する安全と安心の確保                      

市民・事業者アンケート調査では放射性物質を始めとする有害物質や環境汚染に

よる農産物等の風評被害対策の実施が重要だと思う市民が多い結果となりました。 

放射線のレベルは事故直後に比べ大幅に低減しており、放射線リスクに関する知

見も積上げられてきました。しかし、一部では未だ避難を継続されており、全員が

安心して暮らすことが出来る環境には至っていません。正しい情報の提供と共有や

放射線量のモニタリング等、市民の安心安全を確保するための対策を継続して実施

する必要があります。 

 

② 風評被害解消と新しい伊達ブランドの創生                      

市民・事業所アンケート調査の結果を受け、消費者に対する農産物等の安全性に

関する正確な情報発信や物産 PR等を継続するとともに強化し、風評被害対策に取り

組む必要があります。 

林業については、放射性物質への対策を行った上で地域における新たな産業の集

積を目指します。また、持続可能な社会モデルの構築のために、地域の豊かな森林

資源を再生可能エネルギーとして活用することを検討します。 

 

（６） 環境保全に取り組む基盤づくり 

① 環境教育の充実・拡大                                 

市民一人一人の環境に対する意識を向上させ、これからの社会を担う子ども達に

ついては環境保全の習慣を幼いうちから身に付けさせていくことを目指し、取組の

推進が求められます。 

現在取り組まれている施策に加え、更なる環境教育・環境学習を進めていくため

に、主体的な参加意欲を育むための体験型学習の推進や、SDGsの目標の１つである

ESD※30環境教育等、活用した手法を検討する必要があります。 

 

② 市民・事業者の環境保全活動参加機会の充実                      

市民・事業所アンケート調査では約８割の市民が市と協働した環境保全の活動に

対して積極的です。 

市民や事業者の活動をより促進するために、主体的な取組意欲を引き出すインセ

ンティブ※31の付与や、誰もが参加しやすい活動内容や時間を工夫した環境保全活動

の開催、環境に関する様々な情報提供、市の取組の周知等の対策が必要です。 

 

③ 地域の環境活動を牽引・指導するリーダーの育成                     

環境保全に取り組むボランティアを地域に定着させ、市全体として取り組む状況

を醸成するためには、各地域にて活動を指導・牽引できるリーダーが必要です。 

本市においても、今後各地域で広く主体的な環境保全活動や環境学習を根付かせ

ていくため、リーダーとなり得る人材を講習会等通じて育成し、取組の輪を広げて

いくことが必要です。  

 
30持続可能な開発のための教育(Education for Sustainable Development)持続可能な社会を目指す学習、活動 
31目標やノルマを達成した際に支給されるボーナスや報奨金、成果報酬等 
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第３章 計画の目標 
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第３章 計画の目標 

１ 伊達市の環境保全・創造の基本理念 

 「伊達市環境基本条例」で定める、本市の環境の保全及び創造に関する基本理念につ

いて示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 伊達市がめざす将来環境像 

本計画は令和１２（２０３０）年までに基本理念の実現に向けて進めるものです。市

民、事業者、滞在者、そして市が一体となって継続的かつ着実に取組を進めていくため

には、めざす将来の環境イメージを各主体で共有することが重要です。 

本市においては里山を始めとする豊かな自然が最大の特徴であり、未来を担う子ども

達にこのような魅力ある環境を継承していく必要があります。また、行政に頼りきりに

ならず、市民一人一人が主体的に行動していきたいという想いを込め、本市が目指す将

来環境像を『みんなで学び共に行動し、豊かな自然を未来へ継ぐ 伊達』と定めるとと

もに、親しみをもって取り組んでもらうため、『～魅力は、やっぱ、里山だべ！～』と

サブタイトルをつけました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 環境の保全・創造は、健全で恵み豊かな環境との共存をめざしつつ、これらを将来の

世代へ継承されるよう適切に行わなければならない。 

 環境の保全・創造は、環境への負荷の少ない活力のある健全な経済の発展を図りなが

ら持続的に発展することができる社会が構築されるように行わなければならない。 

 環境の保全・創造は、市民、事業者、滞在者及び市の公平な役割分担の下で、相互に

連携しつつ適切に行わなければならない。 

 地球環境の保全は人類共通の課題であり、環境資源は有限であることを認識しつつ、

将来に向けて健康で文化的な生活を確保するため、環境への負荷の低減と資源利用の

抑制に努めなければならない。 

みんなで学び共に行動し、豊かな自然を未来へ継ぐ 伊達

～魅力は、やっぱ、里山だべ！～
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３ 環境目標 

本市がめざす将来環境像を実現するため、環境分野ごとに環境目標とそれを達成する

ための基本方針を定めました。 

それぞれの環境目標の達成に向けて施策を推進します。具体的な施策内容は第４章に

記載します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

放射性物質による汚染からの 

環境再生を実現するまち 

豊かな自然の中で 

人々が共生できるまち 

誰もが健康で安心して 

暮らせるまち 

ゆとりと潤いのある 

快適に暮らせるまち 

地域から地球環境の保全に 

貢献するまち 

ともに学び､考え､行動する 

環境にやさしいまち 

みんなで学び共に行動し、豊かな自然を未来へ継ぐ 伊達 

～魅力は、やっぱ、里山だべ！～ 
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４ 温室効果ガス排出削減目標 

本計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律第１９条第２項に規定される地球温暖化

対策実行計画（区域施策編）を包含しています。市役所の率先的な取組については伊達市

役所エコアクションプラン《地球温暖化対策実行計画 事務事業編》※32に基づき推進しま

す。 

 

国は、令和２（２０２０）年１０月に「２０５０年カーボンニュートラル」を宣言し、

令和３（２０２１）年４月、地球温暖化対策推進本部において、令和１２（２０３０）年

度の温室効果ガスの削減目標を平成２５（２０１３）年度比４６％削減することとし、さ

らに、５０％の高みに向けて、挑戦を続けていく旨が公表されました。令和７（２０２

５）年２月には、地球温暖化対策計画において、平成２５（２０１３）年度比「２０３５

年度６０％削減、２０４０年度７３％削減」という野心的な中間目標を設定しました。 

 

福島県においても、令和３（２０２１）年２月に「２０５０年カーボンニュートラル」

を宣言し、令和５（２０２３）年３月に「福島県地球温暖化対策推進計画」を改定し、県

内の温室効果ガス排出量を平成２５（２０１３）年度比「２０３０年度５０％削減、２０

４０年度７５％削減、２０５０年度実質ゼロ（カーボンニュートラル）」という目標を掲

げました。 

 

以上のことを踏まえ、本計画における削減目標を設定しました。基準年度である平成２

５（２０１３）年度に対して、令和１２（２０３０）年度までに４６％削減、可能な限り

５０％削減を目指します。また、長期目標として、令和３２（２０５０）年度までに実質

ゼロを目指し、取組を推進します。 

なお、令和４（２０２２）年度の福島県の温室効果ガスについて、総排出量の９０％を

二酸化炭素が占めていることを受け、本計画では温室効果ガスの中でも二酸化炭素の削減

に向けた取組に焦点を当てています。 

 

 

 

 

 
32市の事務事業における温室効果ガスの総排出量の把握、削減目標の設定、目標達成のための取組、公表の

手順等を示す計画 

〔二酸化炭素（CO2）排出削減目標〕 

２０３０年度までに２０１３年度比４６％削減 

可能な限り５０％削減を目指す 

【長期目標】２０５０年度までに実質ゼロ 
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伊達市の部門別二酸化炭素（CO2）排出量及び推計 
単位：千 t-CO２ 

排出区分 
2013年度 

基準値※1 

2022年度 

実績値※1 
2030年度 
現状趨勢※2 

2030年度 2035年度 2040年度 2045年度 2050年度 

目 標 値 

産業部門 １４５ ９２ ７９ ６９ ５１ ３５ １８ ５ 

業務その他部門 ９３ ５８ ５０ ４４ ３２ ２２ １１ ３ 

家庭部門 １１０ ８５ ７３ ６４ ４７ ３２ １７ ４ 

運輸部門 １４７ １１９ １０２ ９０ ６６ ４５ ２３ ６ 

廃棄物分野 １１ ９ ８ ７ ５ ３ ２ １ 

合計※3 ５０６ ３６２ ３１１ ２７３ ２０２ １３７ ７１ １８ 

※1 出典：環境省ウェブサイト「自治体排出量カルテ」 

※2 追加的な対策を講じないまま、人口減少や経済活動等の「活動量」の変化やこれまでの傾

向を考慮して、将来の状況を予測したもの。 

※3 小数点以下、四捨五入しているため、内訳と一致しない場合あり。 

 

伊達市の森林吸収量※（推計） 
単位：t-CO２ 

年 度 2013年度 2022年度 2030年度 2040年度 2050 年度 

森林吸収量 ２２，９２９ ２１，８５８ １７，７７０ １７，８０５ １７，８４０ 

※令和３年 12月 27日付け３林政企第 60号林野庁長官通知にて、森林による二酸化炭素吸収量

の算定方法が示されているが、本市のデータの制約や福島県の公表データとの整合性を勘案

し、簡便な方法として、福島県全体の森林面積及び森林吸収量から、森林１haあたりの吸収量

を算出し、本市の森林面積に掛ける方法で推定したもの。 
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伊達市の部門別二酸化炭素（CO₂）排出量及び森林吸収量（推計）

産業部門 業務その他部門 家庭部門 運輸部門

廃棄物分野（一般） 森林吸収量 排出・吸収量

46％削減

基準値 実績値 現状趨勢 目 標 値 v

362

506

273
311

202

137

71

18

実質ゼロ

(千t-CO2)
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伊達市の水田 
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第４章 環境の保全・創造に向けた取組 
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第４章 環境の保全・創造に向けた取組 

１ 環境施策の体系 

めざす将来環境像の実現に向けた環境の保全・創造に関する環境目標・基本方針・重

点施策の体系は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
【No.２自然環境】 
豊かな自然の中で 

人々が共生できるまち 

【水と緑豊かな自然環境の保全】 

【森林環境の保全】 

【生物多様性の確保】 

【人と自然のふれあいの推進】 

 

【No.３生活環境】 
誰もが健康で 

安心して暮らせるまち 

【良好な大気環境の維持・保全】 

【良好な水・土壌環境の維持・保全】 

【３Rと資源の有効活用の推進】 

【ごみの適正処理の推進】 

【身近な生活空間の保全・向上】 

 
【No.４快適環境】 
ゆとりと潤いのある 

快適に暮らせるまち 

【快適な都市環境の創出】 

【歴史・文化的環境の保全】 

【まち美化に向けたマナーやモラルの向上】 

 

【No.６環境保全に取り組

むための基盤づくり】 
ともに学び､考え､行動する 

環境にやさしいまち 

【環境保全に向けた意識啓発・人材育成】 

【環境保全活動の推進】 

【 環 境 目 標 】 【 基 本 方 針 】 

 

【No.５放射性物質により 

影響を受けた環境】 
放射性物質による汚染から

の環境再生を実現するまち 

【放射性物質による汚染等への対応】 

 
【No.１地球環境】 
地域から地球環境の保全に 

貢献するまち 

【エネルギーの効率的な利用による省エネの推進】 

【再エネの導入・普及促進】 

【低炭素型まちづくりの推進】 
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・環境放射線モニタリング調査の継続と分かりやすい情報発信 

・放射線に対する不安の解消と健康管理を通じた安全・安心の確保 

・特産品のPRイベント等の開催を通じた風評被害の払しょく 

【 重 点 施 策 】 

 

・遊休農地及び耕作放棄地の有効活用を通じた荒廃農地の発生防止 
・適切な管理・保全による健全な森林の保全及び整備の促進 
・グリーンインフラとしての森林の保全・活用の促進 
・地域指定による生息空間の保全及び生息空間の連続性の確保 
・自然資源を活用したエコツーリズムの推進及び体制づくり 
・ビオトープ等、身近な自然とのふれあい機会の創出 

 

・ごみの焼却や燃料の使用方法等の適正化による大気環境負荷の低減 
・河川の良好な水質の維持に向けた環境負荷が小さい河川整備及び管理 
・県や関係機関と連携した土壌汚染防止法に基づく規制・指導 
・家庭における省資源、ごみの発生抑制・減量化の促進 
・ゴミ出しルールの徹底及び相談対応体制の整備 
・工場や事業者への騒音・振動の規制、指導及び畜産農家に対する臭気防止対策の指導 
・生活騒音の防止に関する周囲への配慮行動の啓発 

 

・公共スペースの緑化及び公園の配置検討 

・文化財の保存及び文化財保護ボランティアの育成 

・不法投棄やポイ捨てによる散乱防止に関する意識啓発 

・市民との協働による環境美化活動への参加促進と活動支援 

 

・COOL CHOICE等の環境活動による環境問題への意識向上 
・市内で発生する農業バイオマス資源の利活用促進 
・豊かな森林資源を活用したバイオマスエネルギーの利活用の促進 
・廃棄物の資源化・飼料化・堆肥化・バイオマス利用の推進 
・エコカーの情報周知と利用環境の整備促進 
・公共交通の利用促進による自動車の走行距離の低減 

 

・小中学校における環境教育・環境学習の推進 

・市民・事業者に対する環境学習内容及び機会の充実 

・地域の環境活動をけん引する指導者の養成 

・市民団体の活動支援及び団体同士の交流推進によるネットワーク化の促進 



 - 30 - 

２ 基本方針毎の掲載内容 

次頁以降において基本方針ごとに環境の保全・創造に向けた現況と課題、市の取組を

掲載します。市民・事業者の取り組むべき内容は、第６章に記載します。 

 また、計画策定後の進行管理において、取組が着実に展開されているか、その結果、

目標に向けて環境がどのように改善されているか等、継続的に点検･評価するため、定

量的な環境指標を設定します。 

 

【環境指標の考え方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
各主体の取組促進 取

組

指

標 

取組の進捗状況を表す指標 

(例) ・講習会参加者、修了者数 

環境状況の変化 （改善－悪化） 

取組意識の変化 （向上－低下） 

到達度合いに応じてさらに取組促進 

 
目標の達成 

 
市民の生活実感 

目標への到達度合 

成

果

指

標 
環境状態を表す指標 

(例) ・ごみ排出量 ・１人当たり公園面積 

市民の環境への満足度を表す指標 

 (例）・ごみ出しマナーのよさに満足している市民の割合 

・水辺のきれいさに満足している市民の割合 
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No.１ 地球環境 ～地域から地球環境の保全に貢献するまち～ 

【基本方針】エネルギーの効率的な利用による省エネの推進 

 現状と課題 

本市の二酸化炭素排出量は、減少傾向で推移しており、令和４（２０２２）年度は、基

準年度である平成２５（２０１３）年度比で約２８％減少しています。年度により増減は

あるものの、部門別排出量についても減少傾向にあります。令和４（２０２２）年度の部

門別排出割合は、運輸部門が最も多く、次いで産業部門、家庭部門の順となっています。 

さらなる排出量削減のためには、市民、事業者、市が一体となって継続的かつ着実に取

組を進める必要があります。エネルギー消費量自体を減らす取組として、省エネ設備導入

による効果や利益関心に繋がる情報等を市民、事業者に広く周知しつつ、家庭や事業所、

公共施設等における省エネ設備・機器の導入を促進します。 

また、市民、事業者の模範となるように市役所の率先した取組を継続して実施するとと

もに、伊達市役所エコアクションプラン《地球温暖化対策実行計画 事務事業編》に基づ

き、計画的に取組を推進します。 

 

 

出典：環境省ウェブサイト「自治体排出量カルテ」 
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 環境の保全・創造に向けた市の取組 

１）家庭における省エネ活動の促進 

☆で示す施策は重点施策であることを示しています。 

 

２）事業活動における省エネ活動の促進 

施策 実施担当課 

① 環境マネジメントシステム※35を通じたエネルギー管理の促進 

 ISO１４００１やエコアクション２１等の環境マネジメントシステムを始めとする環境保全活動

について、情報提供、費用補助、講習会等を行います。 
生活環境課 

② 情報提供や補助制度の紹介等を通じた省エネ設備の普及促進 

 情報提供を通じた ESCO事業※36等の省エネ取組手法の普及や、省エネ設備導入に係

る補助制度の紹介等を通じて、省エネ設備の普及促進を図ります。 
生活環境課 

③ 運輸業へのグリーン経営認証の取得促進 

 トラックやバス、タクシー運送事業等に対してグリーン経営認証の取得を促し、運輸業に

おける継続的な環境保全活動の推進に努めます。 
生活環境課 

 

３）市による省エネの取組推進 

施策 実施担当課 

① カーボンオフセット※37の周知や実践による理解促進 

 カーボンオフセットに関して意義やねらい等の周知活動や市主催の行事等での実践を通

して理解を促し、カーボンオフセットによるサービスや商品提供に努めます。 
生活環境課 

② 公共施設への温室効果ガス排出抑制対策の推進 

 令和 9(2027)年末までに一般照明用の蛍光ランプの製造・輸出入禁止になるため、公

共施設への LED照明導入等、市が率先して温室効果ガス排出抑制に取り組みます。 

公有財産管理課 

生活環境課 

③ 学校におけるエネルギー高効率利用の推進 

 環境に配慮した学校施設のモデル的整備（エコスクール）を推進し、学校における環境

マネジメントシステムの普及促進を図ります。 

教育総務課 

学校教育課 

 

  

 
33モニター画面への電力使用量の表示等により、家庭での省エネルギーを支援するシステム 
34脱炭素社会づくりに貢献する製品への買換え・サービスの利用・ライフスタイルの選択 
35事業者が環境に関する目標を設定し、達成に向けて取り組む体制、手続き等の仕組み 
36建物の省エネサービスを提供し、削減した光熱水費から ESCOサービス料と顧客の利益を生み出す事業 
37温室効果ガスについて、排出量に見合った温室効果ガスの削減活動への投資等により埋め合わせる考え方 

施策 実施担当課 

① 身近なエネルギー使用状況の見える化による省エネの促進 

 生活の中で消費しているエネルギー使用状況を見える化する HEMS※33（ホームマネジ

メントシステム）の導入を促進し、省エネの取組の定着に努めます。 
生活環境課 

② ☆COOL CHOICE※34等の環境活動による環境問題への意識向上 

 COOL CHOICEや環境月間等の環境活動を促進する取組を活用し、環境問題や環境

活動に対する意欲の向上を図ります。 
生活環境課 
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 環境指標 

評価項目 
基準年度 実績 

令和元(2019)年度 

実 績 

令和 6(2024)年度 

目 標 

令和 12(2030)年度 

市の事務事業に伴う 

CO２排出量 
― 6,531t-CO２ 3,038t-CO２ 

市域全体から排出さ

れる CO２排出量 
約 456,000t-CO２ 

[令和 4(2022)年度] ※38 

約362,000t-CO２ 
268,000t-CO２ 

公共施設※39における 

LED照明導入施設数 
29施設 95施設 すべての公共施設 

  

 
38令和５(2023)年度及び令和６(2024)年度、未公表のため 
39令和５年度末施設数：３７４施設（伊達市公共施設等総合管理計画 令和７年５月一部改定） 
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地球環境 

【基本方針】再エネの導入・普及促進 

 現状と課題 

人口増加と発展途上国の経済成長等により、世

界のエネルギー消費量は今後ますます増加すると

見込まれている一方、石油、石炭等のエネルギー

資源には限りがあり、世界規模でエネルギーの需

給関係がひっ迫すると予想されています。 

また、本市にも大きな被害を与えた平成２３

（２０１１）年３月の東日本大震災は、東京電力

福島第一原子力発電所の事故をはじめとする甚大

な人的・物的・経済的被害をもたらし、大規模集

中型のエネルギーシステムによる電力の供給体制

の柔軟性の欠如を浮き彫りにしました。 

上記問題を解決するために、エネルギー供給のリスク分散や二酸化炭素排出量の削減を

図れる、再生可能エネルギー、コージェネレーション※40等の活用が注目されています。

福島県では、再生可能エネルギー推進ビジョンや再生可能エネルギー先駆けの地アクショ

ンプラン等の計画を定めています。 

本市では、蓄電池設備の設置等に補助金を交付し、家庭における太陽光発電の導入促進

を行っています。今後も周辺環境や景観、一団の土地利用に影響を及ぼすことのないよう

太陽光発電の導入を検討するとともに、小水力、風力、潜在的な利用可能量が大きいと考

えられるバイオマス等の再生可能エネルギーの導入についても取り組み、安心安全で持続

的に発展可能な社会を目指します。 

 

 環境の保全・創造に向けた市の取組 

１）再生可能エネルギー等の普及促進 

施策 実施担当課 

① 再生可能エネルギー等の導入・活用によるエネルギーの地産地消の推進 

 再生可能エネルギーや未利用エネルギーの活用促進等を柱とした、循環型まちづくり及

び低炭素型まちづくりの推進を図ります。また、地域による取組が可能な未利用エネル

ギー等活用のための調査・研究を推進し、エネルギーの地産地消や住民参画を中長期

的な視点で計画的に促進を図ります。 

生活環境課 

② 家庭や事業者に対する再生可能エネルギー及び蓄電池の普及促進 

 家庭や事業者に対して、補助制度の活用等を通じた太陽光発電・太陽熱利用、バイオ

マスを利用した発電やボイラー等の再生可能エネルギー及び蓄電池の普及促進に努

めます。 

生活環境課 

③ 公共施設への再生可能エネルギーの導入促進 

 地域の防災拠点施設としての機能を強化するため、公共施設に太陽光発電システム

等の再生可能エネルギー設備導入を推進します。 

生活環境課 

公有財産管理課 

 

 
40発電と同時に発生した排熱も利用して、給湯・暖房等を行うエネルギー供給システム 

市内の太陽光パネル 
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２）地域資源を活用した再エネ導入の推進 

施策 実施担当課 

① ☆市内で発生する農業バイオマス資源の利活用促進 

 市内の農業活動から発生する果樹剪定枝や稲わら､籾殻等の農業バイオマス資源の有

効活用を促進します。無煙炭化器貸出や購入促進により果樹剪定枝活用を積極的に

推進します。 

生活環境課 

農政課 

② ☆豊かな森林資源を活用したバイオマスエネルギー※41の利活用の促進 

 ペレットストーブ※42や薪ストーブ、ペレットボイラー※43の導入促進や間伐材を利用した製

品の購入促進を目指し、間伐材や間伐材を利用したペレットや薪の生産供給体制の整

備に努めます。 

生活環境課 

農林整備課 

③ ☆廃棄物の資源化・飼料化・堆肥化・バイオマス利用の推進 

 伊達地方衛生処理組合に持ち込まれるごみについて、分別や減量化に努めるとともに

資源化を推進します。また、学校給食や飲食業等の残さは、飼料化や堆肥化、バイオマ

ス利用を検討し、有効活用に努めます。 

生活環境課 

☆で示す施策は重点施策であることを示しています。 

 

 環境指標 

評価項目 
基準年度 実績 

令和元(2019)年度 

実 績 

令和 6(2024)年度 

目 標 

令和 12(2030)年度 

公共施設における再生可

能エネルギー導入施設数 
12施設 12施設 15施設 

  

 
41木材や生ゴミ、動物の糞等のバイオマス資源からつくられたエネルギー 
42燃料に木質ペレット（間伐材や林地残材等の低質材を粉砕・圧縮した固形燃料）を使用する暖房機器 
43燃料に木質ペレット（間伐材や林地残材等の低質材を粉砕・圧縮した固形燃料）を使用するボイラー 
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地球環境 

【基本方針】低炭素型まちづくりの推進 

 現状と課題 

近年、地球環境をめぐる社会情勢に大きな変化があり、特に国内外において脱炭素社会

の実現に向けた動きが加速しています。低炭素型まちづくりの推進にあたっては、化石燃

料由来のエネルギー消費を極力抑制し、温室効果ガスを排出しない再生可能エネルギーに

置き換えていかなければなりません。そのため、より一層のエネルギー消費抑制に向け

て、エネルギー効率が良く、温室効果ガスを排出しにくい建築物や設備・機器の普及拡大

を加速させていく必要があります。 

また、市街地が拡散した都市では移動

距離の長距離化や自動車依存度の上昇、

道路混雑の悪化等により、運輸部門の排

出量が増大する傾向にあります。本市に

おいても、令和４（２０２２）年度の部

門別二酸化炭素排出割合のうち、運輸部

門が最も多く、全体の３３％を占めてい

ます。デマンド交通のさらなる活用等に

より交通空白地域における自家用自動車

に依存した生活様式の改善を図ると同時

に、電気自動車・ハイブリット車等の環

境負荷を低減する自動車や自転車の利用

促進、エコドライブの推進等、地球温暖

化対策に寄与する施策が必要です。 

 

 環境の保全・創造に向けた市の取組 

１）建築物のエネルギー利用 

施策 実施担当課 

① 建築物の省エネ化や再生可能エネルギーの導入促進  

 ZEH※44（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）、ZEB※45（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）、HEMS

（ホーム・エネルギー・マネジメント・システム）、BEMS※46（ビル・エネルギー・マネジメント・

システム）を普及することで、建築物の省エネ化や再生可能エネルギーの導入を促進し

ます。 

生活環境課 

公有財産管理課 

都市政策課 

 

  

 
44外皮の断熱性能等の大幅な向上、高効率な設備システムの導入による大幅な省エネルギーを実現した上で

再生可能エネルギーを導入することでエネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した住宅 
45快適な室内環境を実現しながら建物で消費するエネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物 
46建物において、室内環境とエネルギー性能の最適化を図るためのエネルギー管理システム 

令和４（2022）年度 部門別二酸化炭素（CO
2
）排出割合 

出典：環境省ウェブサイト「自治体排出量カルテ」 
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２）環境負荷の少ない自動車利用の促進 

施策 実施担当課 

① 温室効果ガス排出量の低減に向けたエコドライブの促進 

 環境負荷の少ない運転の実践を誓うエコドライブ宣言の普及促進や、エコドライブ講習会

の開催を通じて環境負荷の少ない運転技術の普及に努めます。 
生活環境課 

② ☆エコカーの情報周知と利用環境の整備促進 

 エコカーに関する情報を周知するとともに、充電、補給インフラ等を始めとする電気自動

車・燃料電池車等の利用環境の整備促進を図り、エコカーの普及拡大に努めます。 
生活環境課 

③ 公用車へのエコカー導入及び使用状況の公表による理解促進 

 電気自動車やハイブリッド車等のエコカーを市が率先して公用車に導入し、使用状況を

公表することで、市民に対するエコカーへの理解及び利用を促します。 

公有財産管理課 

生活環境課 

☆で示す施策は重点施策であることを示しています。 

 

３）自動車利用の抑制 

施策 実施担当課 

① デマンド交通による移動環境の改善 

 デマンド交通の利用を促進することにより公共交通空白や不便地域を解消するとともに、

マイカー利用による温室効果ガス排出量の低減を図ります。 
生活環境課 

② ☆公共交通の利用促進による自動車の走行距離の低減 

 鉄道を始めとする公共交通機関の利便性向上を関係機関へ要請し、利用促進を図りま

す。また、誰もが利用しやすい公共交通機関の環境整備に向け、駅等の交通結節点に

おけるバリアフリー化等、ユニバーサルデザイン※47の促進を関係機関に働きかけます。 

生活環境課 

③ 自転車や公共交通機関を利用したエコ通勤の普及促進 

 マイカーを利用せず自転車や公共交通機関を利用したエコ通勤の取組を推奨し促進し

ます。市役所においてエコ通勤や公共交通（阿武隈急行）の積極的な利用を率先して

実行し、見本を示すとともに、市民のエコ通勤の普及促進に努めます。 

生活環境課 

人事課 

④ パーク＆ライド※48の促進による自動車の走行距離の低減 

 鉄道駅周辺における駐車場の整備等、自動車から公共交通機関への乗継を行うパーク

＆ライドを促進します。 
生活環境課 

☆で示す施策は重点施策であることを示しています。 

 

４）吸収源対策 

施策 実施担当課 

① 適切な管理・保全による健全な森林の保全及び整備の促進 

 森林環境税や補助金等を活用し、森林整備等を推進するとともに、林業生産基盤の計画

的な整備を推進します。また、森林整備と地域経済を活性化し、森林再生を推進します。 
農林整備課 

 

  

 
47すべての人にとって安全・安心で利用しやすいように、建物、製品、サービス等デザインする考え方 
48ターミナルまで自動車を利用し、そこから公共交通機関により目的地へ向かうシステム 
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 環境指標 

評価項目 
基準年度 実績 

令和元(2019)年度 

実 績 

令和 6(2024)年度 

目 標 

令和 12(2030)年度 

公用車へのエコカー

導入台数（累計） 
6台 26台 26台以上 

公共交通機関の年間

利用者数 
1,863,489人 1,517,291人 1,806,000人 

エコカー・環境に優

しい交通に関する情

報提供実施回数 

― 9回 12回 
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No.２ 自然環境 ～豊かな自然の中で人々が共生できるまち～ 

【基本方針】水と緑豊かな自然環境の保全 

 現状と課題 

ここでは、私達の生活に身近な自然として、農地や河川・水辺、そしてそれらを活かし

た自然景観等を対象としています。 

［自然景観］ 

本市は、霊山をはじめ、豊かな自然や美しい景観、眺望に優れ、郷土の原風景である田

園景観、阿武隈高地に抱かれた里山や山村風景等、大切に守られ、育まれてきた魅力的な

地域資源が多くみられます。主な自然景観としては、南東に名峰霊山を最高峰とした阿武

隈山系の緩やかな稜線が広がり、西には吾妻連峰、北方には宮城県境の山々が遠望できる

盆地景観が特徴的です。また、霊山県立自然公園をはじめとする森林公園や茶臼山自然環

境保全地域、御幸山緑地環境保全地域、石田ブヨメキ自然環境保全地域、さらに阿武隈川

や広瀬川等、水と緑に恵まれた良好な自然環境を有しています。 

［河川･水辺］ 

市内の主要河川は、市内北西部を縦断して北上

する一級河川阿武隈川水系に属しています。 

令和元（２０１９）年１０月１２日に日本に上

陸した令和元年東日本台風においては、阿武隈川

をはじめとする７河川において河川越水が起き、

全壊１７８件、半壊４６９件に上る等、大きな被

害を受けました。地球温暖化の影響で増加してい

ると考えられている大雨や、台風等の気象災害に

よる河川氾濫や土砂災害等が懸念されています。

自然の恵みを享受すると同時に、自然環境の安全

管理を確実に行う必要があります。 

［農地］ 

本市の農業は各地域において、それぞれ特色あ

る農産物の生産振興が図られています。阿武隈川

流域に広がる肥沃な平地では、県内有数の生産量

を誇る桃やきゅうりを始めとする果樹・野菜を中

心とした園芸作物に稲作を加えた農産物が生産さ

れています。 

しかし、農家人口の減少や農業従事者の高齢化

による耕地面積の減少、耕作放棄地の増加によ

り、農地の自然性の低下等が懸念されています。 

農林業従事者の育成やボランティアの活用等、

担い手確保を通じた農林業振興を進めるとともに、環境保全型農業を推進する等、森林や

農地を適切に維持管理し、里地里山の二次的環境を保全することが重要です。 

市内で栽培されている桃 

広瀬川 
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 環境の保全・創造に向けた市の取組 

１）自然景観の保全 

施策 実施担当課 

① 開発行為の規制や適切な管理を通じた良好な自然景観の保全 

 風致地区、自然公園、緑地環境保全地域等の地域指定による開発行為等の適正な規

制や誘導を関係機関へ働きかけます。 
都市政策課 

② 太陽光発電の周囲景観との調和の促進 

 太陽光発電を新たに設置する市民や事業者に対し、国が公表する太陽光発電の環境

配慮ガイドライン等を参照し、景観を損ねないような設置方法について周知します。 
生活環境課 

２）水辺空間の保全 

施策 実施担当課 

① 自然と調和し親水性が高い水辺空間形成及び再生の推進 

 市民に身近な親水空間の整備を推進するとともに、関係機関と連携し、水質浄化作用

のある自然植生の保全や生態系や景観等に配慮した多自然川づくりを推進します。 
農林整備課 

３）農地の適切な活用・保全 

施策 実施担当課 

① 環境保全型農業の推進による環境負荷の小さい農業の促進 

 関係機関と連携し有機栽培や減農薬栽培の促進、農薬使用時の注意等について周知

するとともに、みどり認定制度※49の促進に努めます。また、GAP（農業生産工程管理）※50

の取組を推進し、地球温暖化防止や生物多様性の保全に貢献する技術の普及等により

環境保全に効果の高い営農活動を支援します。 

農政課 

② 市内で発生する農業バイオマス資源の利活用促進【再掲】 

 市内の農業活動から発生する果樹剪定枝や稲わら､籾殻等の農業バイオマス資源の有

効活用を促進します。無煙炭化器貸出や購入促進により果樹剪定枝活用を積極的に

推進します。 

生活環境課 

農政課 

③ 食育を通じた地場農産物の地産地消の推進 

 学校給食を通じて地場産農作物を提供する等、食育を通じて農業振興を図るとともに、

フードマイレージ※51に対する理解促進を図ります。 

学校給食センター 

農政課 

④ ☆遊休農地及び耕作放棄地の有効活用を通じた荒廃農地の発生防止 

 関係機関と連携して農地パトロールを実施し遊休農地を把握するとともに、景観形成作

物の作付けや地域産品開発等、遊休農地の有効活用を促進します。 

農政課 

農業委員会 

☆で示す施策は重点施策であることを示しています。 

 

 環境指標 

評価項目 
基準年度 実績 

令和元(2019)年度 

実 績 

令和 6(2024)年度 

目 標 

令和 12(2030)年度 

GAP認証件数 9件 10件 20件 

遊休農地の面積 1,507ha 648ha 470ha 

 
49「みどりの食料システム法」に基づき、農林漁業者が環境負荷を低減する活動（化学肥料・農薬の削減、

温室効果ガス削減等）を行う計画を都道府県が認定する制度 
50農業における（食品安全、環境保全、労働安全等の）持続可能性を確保するための生産工程管理の取組 
51食べ物が運ばれてくる距離で、輸送に伴う CO2排出量を図る目安 
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自然環境 

【基本方針】森林環境の保全 

 現状と課題 

本市の総面積２６，５１２haのうち、森林面積

は１３，３６９ha※52であり、総面積の約５０％を

占めています。 

健全な森林の育成を図るためには、植栽や間伐

等の整備が重要ですが、林業を取り巻く情勢は依

然として厳しく、木材需要の低迷、林業経営費の

上昇等に起因して林業生産活動が全般にわたって

停滞し、間伐、保育等が適正に実施されない森林

が増加しています。そのため、「伊達市森林整備計

画」に基づき、市、森林組合、森林所有者等が一体

となって計画的かつ積極的に森林整備を推進していく必要があります。本市では、市内の

建築物等における木造化・木質化等を推進することにより、脱炭素社会の実現、地球温暖

化の防止、林業・木材産業の振興及び森林整備の促進等を目的とした「伊達市木材利用推

進方針」を定めており、可能な限り市内又は福島県内で生産された木材を利用することを

規定しています。 

また、林業体験や森林環境学習、森林セラピー等を通じて、森林の公益的機能の理解促

進とその維持・向上を図ることで、生物の生息地や自然景観の保全を推進することが重要

です。 

 

 環境の保全・創造に向けた市の取組 

１）森林の保全・整備 

施策 実施担当課 

① 森林の公益的機能の理解促進及び活用を通じた保全・整備 

 森林環境学習を通じて、森林の公益的機能の理解促進に努めていきます。また、既存の

里山を活用した「健康の森」づくりを推進し、里山の保全に努めます。 

農林整備課 

総合支所 

② ☆適切な管理・保全による健全な森林の保全及び整備の促進【再掲】 

 森林環境税や補助金等を活用し、森林整備等を推進するとともに、林業生産基盤の計画

的な整備を推進します。また、森林整備と地域経済を活性化し、森林再生を推進します。 
農林整備課 

③ ☆グリーンインフラとしての森林の保全・活用の促進 

 自然環境が有する多様な機能を利用するグリーンインフラ（森林の保全や田んぼダム）を

活用した気象災害対策について、関係機関に普及促進します。 
農林整備課 

☆で示す施策は重点施策であることを示しています。 

 

 

 

 

 

 
52出典：阿武隈川地域森林計画書（令和６年度樹立） 

伊達市の里山の様子 
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２）木材資源の利活用 

施策 実施担当課 

① 地場産材を活用した木材加工品の利用促進 

 公共事業での地場産材の率先利用や、情報提供、ふるさと納税返礼品への地元木材加

工品の掲載等、地場産材の利用促進に努めます。 
農林整備課 

商工観光課 

② ☆豊かな森林資源を活用したバイオマスエネルギーの利活用の促進【再掲】 

 ペレットストーブや薪ストーブ、ペレットボイラーの導入促進や間伐材を利用した製品の購入

促進を目指し、間伐材や間伐材を利用したペレットや薪の生産供給体制の整備に努めま

す。 

農林整備課 

生活環境課 

☆で示す施策は重点施策であることを示しています。 

 

 環境指標 

評価項目 
基準年度 実績 

令和元(2019)年度 

実 績 

令和 6(2024)年度 

目 標 

令和 12(2030)年度 

間伐面積 12ha 
0ha 

※事業繰り越し実施のため 
200ha 

保安林面積 2,206ha 2,390ha 2,400ha 

森林整備面積 30ha 
11ha 

※事業繰り越し実施のため 
200ha 

森林環境学習実施校

の数 
9校 9校 11校 
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自然環境 

【基本方針】生物多様性の確保 

 現状と課題 

令和５（２０２３）年３月に「生物多様性国家

戦略２０２３－２０３０」が閣議決定され、令和

１２（２０３０）年のネイチャーポジティブ（自

然再興）※53の実現と、２０５０年ビジョンである

「自然と共生する社会」の実現に向けた方向性が

示されました。 

各自治体においても生物多様性基本法に基づ

き、生物多様性地域戦略の策定が推奨されてお

り、生物多様性の保全及び持続可能な利用には、地

域の特性に応じた戦略を策定することが必要だと考えられています。 

福島県では、鳥獣保護管理事業計画※54や第二種特定鳥獣管理計画※55、指定管理鳥獣捕

獲等事業実施計画※56を策定し、関係機関・団体との連携により、様々な鳥獣生息調査に

よる野生鳥獣の生息状況の動向を把握しながら、総合的な鳥獣の管理を実施することを定

めています。 

豊かな自然の中で様々な希少野生動植物が生息している本市においても、自然や生態系

に配慮した施設整備や自然景観と調和するまちづくりの推進を目指しています。生態系ネ

ットワークの形成や外来種に関する適正な情報発信等、生物多様性の保全に向けた取組が

求められます。 

また、近年、全国各地において人の生活圏におけるクマの出没が増加し、農作物被害だ

けでなく人的被害までをもたらし、事態は深刻化しています。本市においても、ツキノワ

グマの目撃情報が増加している状況です。鳥獣の保護・管理を図るとともに、有害鳥獣に

よる被害防止に努め、地域住民や関係機関と協働し、人と野生動物が共生できる環境づく

りを進める必要があります。 

 

 環境の保全・創造に向けた市の取組 

１）生物の生息・生育環境の保全 

施策 実施担当課 

① ☆地域指定による生息空間の保全及び生息空間の連続性の確保 

 鳥獣保護区や自然環境保全地域等の適切な地域指定を推進し、生物の生息環境の

保全に努めます。また、関係機関と連携し、市街地の緑化や多自然川づくりを通じて、水

と緑のネットワークの充実を図ります。 

生活環境課 

農政課 

☆で示す施策は重点施策であることを示しています。 

  

 
53自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させること 
54環境大臣が定める鳥獣保護管理事業計画を実施するための基本指針 
55野生鳥獣の個体群の保護管理を図ることを目的として都道府県知事が策定した計画 
56指定管理鳥獣の個体数管理を進めるための捕獲等の事業計画 

モリアオガエル 
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２）野生動植物の適正な保護・管理 

施策 実施担当課 

① 野生生物の生息・生育状況の実態把握及び公表 

 目撃情報の提供等、市民の協力を得ながら、関係機関と連携を図り、野生生物の生

息・生育状況等の実態を把握し公表します。 
生活環境課 

② 外来種の防除の推進及び有害鳥獣対策の実施  

 外来種に関する適正な情報や持ち込み禁止についての周知・啓発に努めます。また、

イノシシ、ハクビシン、ニホンザル、ニホンジカ及びカラス等の有害鳥獣による農作物被

害防止対策の推進に努めます。 

生活環境課 

農政課 

 

 環境指標 

評価項目 
基準年度 実績 

令和元(2019)年度 

実 績 

令和 6(2024)年度 

目 標 

令和 12(2030)年度 

鳥獣保護区の指定数 6箇所 6箇所 6箇所以上 

鳥獣保護区の面積 1,745ha 1,745ha 1,745ha以上 

鳥獣による農林業等

被害金額 
247万円 488万円 120万円 
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自然環境 

【基本方針】人と自然のふれあいの推進 

 現状と課題 

本市には、生活・歴史・文化の源となっている阿武隈川やそこに注ぐ中小河川、霊山

等、貴重な自然が数多く残されています。そして、それらの自然資源を活用した自然公園

や体験施設等が整備されており、様々な形で自然とふれあうことができます。 

今後、さらに自然とのふれあいの場の整備・充実を通じて、自然保護意識の高揚や自然

と共生する上でのマナー向上等に努めていくことが必要です。 

また、農業体験や農家民泊等のエコツーリズム、観光資源としての景観形成作物の作付

け等を通じて、市民・事業所との協働や都市地域との交流を図り、農地里山の保全・活用

の活動を促進していくことが求められます。 

 

 環境の保全・創造に向けた市の取組 

１）自然とのふれあいの場づくり 

施策 実施担当課 

① 自然体験型施設や交流施設の整備を通じた環境学習拠点の形成 

 霊山こどもの村、霊山湧水の里、布川せせらぎの里、つきだて交流館もりもり等、既存の

交流施設については、自然体験型施設の整備、学習機能の充実を図り、環境学習拠点

としての形成、活用を図ります。 

生活環境課 

総合支所 

 

２）自然とのふれあいの機会づくり 

施策 実施担当課 

① ☆自然資源を活用したエコツーリズムの推進及び体制づくり 

 名峰霊山、愛宕山等、本市の自然資源を活用したエコツーリズムを促進するとともに、農

業と体験型観光との連携体制づくりを図ります。さらに、市民団体によるイベントに対し、

告知や施設提供、人材提供等の開催支援を実施します。 

生活環境課 

商工観光課 

② ☆ビオトープ※57等、身近な自然とのふれあいの機会の創出 

 ビオトープの整備等を実施し、市内の子ども達が身近な自然とふれあえる機会を提供し

ます。 

生活環境課 

 

☆で示す施策は重点施策であることを示しています。 

 
57本来その地域に住むさまざまな野生生物が生息できるようにした空間 

霊山こどもの村コテージ 木工体験の作品 やながわ希望の森公園 
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 環境指標 

評価項目 
基準年度 実績 

令和元(2019)年度 

実 績 

令和 6(2024)年度 

目 標 

令和 12(2030)年度 

エコツーリズムによ

る交流者数 
― 112,248人 112,248人以上 

自然体験型施設利用

者数 
145,451人 151,803人 151,803人以上 
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No.３ 生活環境 ～誰もが健康で安心して暮らせるまち～ 

【基本方針】良好な大気環境の維持・保全 

 現状と課題 

ここでは、私達の生活で身近な問題である大気汚染や悪臭を対象としています。 

［大気汚染］ 

大気汚染は、私達が社会活動を行うことに伴って引き起こされます。その主な原因とし

ては、工場等が生産活動を行う際に大気汚染物質が排出される場合と物流や人流等、自動

車の使用によって大気汚染物質が排出される場合があります。 

本市における大気環境の現状は、すべての項目において全国平均より良好な結果となり

ました。光化学オキシダントは光化学スモッグの主成分であり、自動車の排ガスや工場の

排煙に含まれる窒素酸化物（NOx）や揮発性有機化合物質（VOC）といった大気汚染物質

が、太陽の紫外線に当たり光化学反応を起こすことにより発生します。光化学オキシダン

トの濃度が高くなると、目や喉の痛み等人体に悪影響を与えます。 

現在取り組まれている啓発や指導の取組を継続し良好な状態を維持しつつ、大気環境を

さらに良くするため、光化学オキシダントについてモニタリングや注意喚起の継続が求め

られます。  

［悪臭］ 

悪臭は、人が感じる嫌なにおい、不快なにおいの総称です。最近の悪臭苦情の全国的な

傾向をみると、従来大部分を占めていた畜産農業や製造工場からの苦情が減少している一

方で、飲食店等サービス業からのいわゆる都市・生活型と呼ばれる悪臭への苦情が増加し

ており、悪臭苦情の対象が多様化し、幅広い業種で対応が求められています。 

本市では、悪臭防止法に基づく規制地域に対して県と協働して指導を行っています。今

後も継続してモニタリング及び注意喚起、指導を行っていきます。 

 

 環境の保全・創造に向けた市の取組 

１）大気環境負荷の低減 

施策 実施担当課 

① ☆ごみの焼却や燃料の使用方法等の適正化による大気環境負荷の低減 

 大気環境負荷の抑制を図るため、法律に基づく家庭ごみの適正な処理方法や工場や

事業所の適正な燃料使用、剪定枝や農業用ビニール等の適正処理について指導や啓

発に努めます。 

生活環境課 

☆で示す施策は重点施策であることを示しています。 

２）オゾン層問題への適切な対応 

施策 実施担当課 

① オゾン層保護に向けた特定フロン※58の回収・処理 

 オゾン層の保護のため、法に基づき特定フロンを速やかに回収・処理するとともに、情報

の収集・発信に努めます。 
生活環境課 

 
58オゾン層破壊や地球温暖化に影響を与えることから製造、輸入が制限されているフロン 
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３）酸性雨対策の推進 

施策 実施担当課 

① 酸性雨の発生状況の監視及び収集した情報の提供 

 化石燃料の燃焼等で放出されるガスが化学反応を起こし雨に溶け込むことで発生する

酸性雨に関して、発生状況等を監視し県内の測定結果の把握・情報提供に努めます。 
生活環境課 

４）自動車からの大気環境負荷の低減 

施策 実施担当課 

① 大気環境保全にむけたエコドライブの促進 

 環境負荷の少ない運転の実践を誓うエコドライブ宣言の普及促進や、エコドライブ講習

会の開催を通じて環境負荷の少ない運転技術の普及に努めます。 
生活環境課 

５）大気汚染情報の周知 

施策 実施担当課 

① 一般環境大気測定局における大気環境の監視 

 県内の一般環境大気測定局で常時監視されている微小粒子状物質 PM２.５濃度等の

大気汚染物質の状況を注視し、注意喚起の情報提供がなされた場合は、速やかに市

民や関係機関に周知します。 
生活環境課 

 

 環境指標 

評価項目 
基準年度 実績 

令和元(2019)年度 

実 績 

令和 6(2024)年度 

目 標 

令和 12(2030)年度 

二酸化窒素環境基準

適合状況 
0.006ppm 0.004ppm 0.004ppm以下 

浮遊粒子状物質環境基準

適合状況 
0.011mg/m３ 0.011mg/m３ 0.011mg/m３以下 
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生活環境 

【基本方針】良好な水・土壌環境の維持・保全 

 現状と課題 

ここでは、日常の生活や事業活動と関わりが深い、水と土壌の環境を対象としています。 

［水環境］ 

本市を流れる河川は、市内北西部を縦断して北上する一級河川阿武隈川水系に属してい

ます。市内では大正橋において阿武隈川の水質調査が行われており、令和５（２０２３）

年度は、小国川・広瀬川ともに水質基準値以下となっていますが、古川のみ目標値を超え

る値となっています。 

令和６（２０２４）年度の下水道処理人口普及率は３９．２％、農業集落排水施設と合

併処理浄化槽を含めた汚水処理人口普及率は６９．０％で、年々増加しているものの、県

内においても低い普及率となっています。普及率向上のためには、下水道区域内の未接続

世帯への接続勧奨、単独浄化槽から合併処理浄化槽への転換を推進する必要があります。

また、生活排水の流入防止策の検討、市民の水質浄化に対する意識啓発等、水質改善に取

り組むことが求められます。 

［土壌環境］ 

土壌汚染は、人の活動に伴って排出された有害な物質が土に蓄積された状態を指しま

す。土壌汚染の原因となる有害物質は、水中や大気中と比べて移動しにくく、長期間残留

しやすいため、一度土が汚染されると長期にわたり人の健康や生態系に影響を及ぼす可能

性があります。 

近年は市街地の土壌汚染について、工場跡地の再開発や売却の際、あるいは環境管理の

一環として自主的に汚染状況の調査を行う事業が増えています。また、国によってカドミ

ウムや有機塩素系化合物等、２９項目について土壌の汚染に係る環境基準が設定されてお

り、土壌汚染により人の健康への影響を防ぐ対策が行われています。 

本市では、現在のところ、土壌汚染に関する苦情は確認されていませんが、引続き、工

場・事業所に対する規制・指導や、農薬使用の適正化を図ります。 

 

 環境の保全・創造に向けた市の取組 

１）排水処理対策の推進 

施策 実施担当課 

① 公共下水道の整備等を通じた排水処理対策の推進 

 認可区域における公共下水道の整備を推進するとともに、公共下水道認可区域外、農

業集落排水事業整備区域外の地域では、合併処理浄化槽の設置費助成等を通じて生

活排水の適切な処理を推進します。 

上下水道課 

② 家庭や事業所に対する啓発を通じた適切な排水処理の促進 

 家庭における適切な生活排水処理について指導・啓発を徹底します。また、事業活動に

おける未処理排水及び化学物質等の漏洩の防止に向けて、適切な設備の設置や作業

方法等について指導します。 
生活環境課 
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２）河川の水質浄化対策の推進 

施策 実施担当課 

① 広瀬川流域における合併処理浄化槽の設置促進や排水マナーの啓発 

 広瀬川は、水質汚濁防止法に基づき、広瀬川流域生活排水対策重点地域に指定され

ており、下水道区域内の未接続世帯に対する接続促進及び区域外の流域世帯に対し

て、合併処理浄化槽設置の促進や生活排水マナーの啓発に努めます。 

上下水道課 

② ☆河川の良好な水質の維持に向けた環境負荷が小さい河川整備及び管理 

 関係機関と連携し、河川や池沼等において、水質浄化作用のある自然植生の保全に努

めながら、多自然川づくり・管理を推進します。 
農林整備課 

生活環境課 

③ 市内主要河川の水質調査と調査結果の公表 

 県が指定する生活排水対策重点地点である広瀬川をはじめ、市内主要河川について、

民間団体と協力しながら、定期的に水質調査を実施し、結果を公表します。 
生活環境課 

☆で示す施策は重点施策であることを示しています。 

 

３）水資源の有効活用 

施策 実施担当課 

① 水資源に関する意識の啓発と適正利用の促進 

 広報紙やパンフレット等を通じて、市民や事業者への雨水利用の意識の啓発に努めるとと

もに、公共施設において雨水貯留施設や節水に繋がる設備の率先導入に努めます。ま

た、家庭や事業者に対して雨水タンクの設置を促進し、井戸水の適正利用を促します。 

上下水道課 

生活環境課 

 

４）土壌環境の保全 

施策 実施担当課 

① ☆県や関係機関と連携した土壌汚染防止法に基づく規制・指導 

 県や関係機関と連携し、工場・事業所に対して土壌汚染防止法に基づく規制を推進しま

す。また、必要に応じて適切な措置等の指導を実施します。 
生活環境課 

② 環境保全型農業の推進による環境負荷の小さい農業の促進【再掲】 

 関係機関と連携し有機栽培や減農薬栽培の促進、農薬使用時の注意等について周知

するとともに、みどり認定制度の促進に努めます。また、GAP（農業生産工程管理）の取

組を推進し、地球温暖化防止や生物多様性の保全に貢献する技術の普及等により環

境保全に効果の高い営農活動を支援します。 

農政課 

☆で示す施策は重点施策であることを示しています。 
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 環境指標 

評価項目 
基準年度 実績 

令和元(2019)年度 

実 績 

令和 6(2024)年度 

目 標 

令和 12(2030)年度 

小国川の水質基準 

（BOD７５％水質値） 
1.6mg/ℓ 

[令和 5(2023)年度] ※59 

1.3mg/ℓ 
1.3mg/ℓ 以下 

広瀬川の水質基準 

（BOD７５％水質値） 
1.3mg/ℓ 

[令和 5(2023)年度] ※60
 

0.9mg/ℓ 
0.9mg/ℓ 以下 

古川の水質基準（BOD

値） 
15mg/ℓ 

[令和 5(2023)年度] ※61 

12mg/ℓ 
7mg/ℓ 以下 

汚水処理人口普及率 

（汚水処理施設整備人口

／市人口） 

65.1％ 68.1％ 73.2％ 

公共下水道接続率 

（公共下水道接続人口／公

共下水道整備区域内人口） 

70.3％ 76.1％ 76.1％以上 

農業集落排水接続率 

（農業集落排水接続人口／

農業集落排水整備区域内人

口） 

99％ 100％ 100％ 

合併処理浄化槽処理人口

普及率 

（合併処理浄化槽設置人

口／市人口） 

25.2％ 28.2％ 35％ 

合併処理浄化槽設置済

基数（補助金交付対

象） 

109基 80基 140基 

合併処理浄化槽設置済

基数（補助金交付対

象）累計 

3,058基 3,480基 4,500基 

  

 
59令和 6(2024)年度、未公表のため 
60令和 6(2024)年度、未公表のため 
61令和 6(2024)年度、未公表のため 
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生活環境 

【基本方針】３R※62と資源の有効活用の推進 

 現状と課題 

本市から排出される一般廃棄物は、伊達地方衛

生処理組合において処理しています。 

ごみは７分別で回収され、資源化・有効利用の

一環として、紙類、びん・金属類の集団回収が実

施されています。さらに、可燃ごみに含まれる生

ごみについて、各家庭での生ごみ処理機による堆

肥化や食品ロス削減を促進するための啓発活動を

行っています。 

本市のごみ排出量は概ね減少傾向にありますが、

令和５（２０２３）年度における１人１日当たりの

ごみ排出量、リサイクル率は、両数値ともに県平均に達していない状況です。 

ごみ減量、リサイクル率向上のため、本市のごみの現状について、広報紙や市ホームペ

ージ、SNS※63等により広く周知し、市民一人一人の意識を改善し、取組につなげていくこ

とが必要です。 

 

 環境の保全・創造に向けた市の取組 

１）ごみの減量化の推進 

施策 実施担当課 

① ☆家庭における省資源、ごみの発生抑制・減量化の促進 

 「もったいない運動」や「ごみダイエット宣言」、マイ箸、マイボトル、マイカップ等の携行・

利用促進を通じて家庭における省資源、ごみの発生抑制・減量化に向けた取組を促進

します。 

生活環境課 

② ☆廃棄物の資源化・飼料化・堆肥化・バイオマス利用の推進【再掲】 

 伊達地方衛生処理組合に持ち込まれるごみについて、分別や減量化に努めるとともに

資源化を推進します。また、学校給食や飲食業等の残さは、飼料化や堆肥化、バイオ

マス利用を検討し、有効活用に努めます。 

生活環境課 

③ 生ごみ発生抑制と食品ロスへの対策推進 

 「食べきり」「使いきり」「水きり」の取組を市民に周知し、生ごみの発生抑制を促進すると

ともに、食品ロスへの対策を推進します。 
生活環境課 

④ プラスチックごみの排出抑制・適正利用の促進 

 使い捨てプラスチックの使用低減やリサイクルに向けた分別、ポイ捨て防止等、プラスチ

ックごみ対策に努めます。 
生活環境課 

☆で示す施策は重点施策であることを示しています。 

 

 

 
62リデュース（発生抑制）、リユース（再使用）、リサイクル（再生利用）の総称 
63ソーシャル・ネットワーキング・サービスの略称。オンライン上で人々がつながり、情報を共有するため

のプラットフォーム 

ごみ拾いの様子 
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２）再使用・再生利用の促進 

施策 実施担当課 

① 分別徹底の周知及び新たな資源物指定品目の検討 

 プラスチック製品や紙類等の資源物指定品目の分別徹底を周知するとともに、リサイク

ル推進のため、新たな資源物指定品目の検討を行います。 
生活環境課 

② リサイクル施設の整備及び小型家電の分別回収の検討 

 リサイクル施設、ストックヤード、市民のリサイクル活動の拠点になる施設を整備し、リサ

イクルを促進します。 
生活環境課 

③ 関係機関と連携した事業系ごみの再使用・再生利用の促進 

 廃棄物等を利用して製造された優良な製品を県が認定し、利用を推進する「うつくし

ま、エコ・リサイクル製品認定制度※64」の情報提供等を行い、認定を促進します。 
生活環境課 

④ 市内企業に対するデポジット制度※65の導入促進 

 使用した製品や容器の回収を促進するデポジット制度の導入を、先進的に取り組む自

治体の事例を踏まえながら、市内の企業等に対して促進します。 
生活環境課 

 

 環境指標 

評価項目 
基準年度 実績 

令和元(2019)年度 

実 績 

令和 5(2023)年度※66 

目 標 

令和 12(2030)年度 

ごみ総排出量 24,330t 22,477t 20,000t 

１人１日当たりの 

ごみ排出量 
1,096g 1,078g 871g 

リサイクル率 11.6％ 10.8％ 20.0％ 

 

  

 
64廃棄物等を利用して製造された優良な製品（リサイクル製品）を県が認定、利用を推進する制度 
65製品の価格に預かり金を上乗せして販売し、返却時に預かり金が返却される制度 
66令和 6(2024)年度、未公表のため 
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生活環境 

【基本方針】ごみの適正処理の推進 

 現状と課題 

本市では、「家庭ごみの分け方・出し方ハンドブック」及び

「ごみ収集カレンダー」を活用し、市民へ正しいごみ出しルー

ルの周知徹底を図っています。 

ごみの適正処理をさらに推進するため、市ホームページや SNS

等を活用し、ごみの分別方法やごみ出しのマナー改善につい

て、幅広い世代の市民に向けて情報発信を行っています。 

また、家電リサイクル法対象家電の正しい処理方法の周知や

違法収集業者に関する情報収集及び注意喚起等、適正処理を促

すような取組の検討が必要です。 

 

 環境の保全・創造に向けた市の取組 

１）家庭における適正処理の促進 

施策 実施担当課 

① ☆ゴミ出しルールの徹底及び相談対応体制の整備 

 正しいごみ出しルールの周知徹底のため、家庭用ごみ収集カレンダーを各世帯へ配布

するほか、ごみ袋記名出し制度を継続します。また、ごみの分別方法等に関する相談

等に対し、迅速に対応できる体制の整備に努めます。 

生活環境課 

② 家電の買い替え・廃棄時の処理方法の周知・啓発 

 家電リサイクル法に基づき、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、洗濯機等の買い替え・

廃棄時における処理方法について周知・啓発に努めます。 
生活環境課 

③ 高齢者や身体障がい者に対するごみ運搬支援 

 地域の社会資源の確保やインフォーマルサービス※67の創出を通じ、集積所までごみを

持ち運ぶことが困難な高齢者や身体障がい者に対する支援策を実施します。 

高齢福祉課 

社会福祉課 

生活環境課 

☆で示す施策は重点施策であることを示しています。 

２）事業者に対する適正処理の徹底 

施策 実施担当課 

① 違法な不用品回収業の取り締まりと適正な運搬処理の推進 

 一般廃棄物収集運搬許可のない違法な不用品回収等の防止に取り組み、廃棄物の

適正な収集運搬・処理に努めます。 
生活環境課 

 

 環境指標 

評価項目 
基準年度 実績 

令和元(2019)年度 

実 績 

令和 6(2024)年度 

目 標 

令和 12(2030)年度 

ごみの分別方法等に

関する苦情相談数 
― 2件 0件 

 
67近隣や地域社会、ボランティア等が行う公的機関のサービスを用いない援助 
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生活環境 

【基本方針】身近な生活空間の保全・向上 

 現状と課題 

ここでは、生活空間における騒音・振動及び化学物質を対象としています。 

［騒音･振動］ 

工場や事業場の騒音、建設作業騒音、深夜営業等の営業騒音、家庭生活から発生する騒

音、自動車や鉄道等の交通騒音、商業宣伝の拡声器騒音等、様々な種類の騒音が存在して

います。 

本市の伊達地域は騒音規制法、振動規制法に基づく指定地域と県条例に基づく深夜騒音

規制地域に指定されており、良好な住環境を保全するために、区分ごとの規制基準が定め

られています。引き続き、騒音、振動対策を推進するとともに、近隣公害の未然防止のた

め指導、啓発に努める必要があります。 

［化学物質］ 

様々な産業活動や日常生活において利用される化学物質の中には、その製造、流通、使

用、廃棄の各段階で適切な管理が行われない場合に環境汚染を引き起こし、人の健康や生

態系に有害な影響を及ぼすものがあります。 

有害性の高いダイオキシン類については、「ダイオキシン類対策特別措置法※68」に基

づき環境基準が設定され、汚染状況の継続的な把握調査と報告等行われています。また、

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律※69」

（PRTR法）の制定により、多様化する化学物質の環境中への排出量等の動向を把握する

ための仕組みも構築されています。 

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設である伊達地方衛生処理組合ごみ焼却

炉では、毎年自主測定を行っています。排出ガス及び焼却灰等は、それぞれ基準値を大幅

に下回っています。 

県による市内の河川や土壌、地下水等におけるダイオキシン類の実態調査において過去

１０年間は、いずれも環境基準を超過するダイオキシン類は検出されていません。 

 

 環境の保全・創造に向けた市の取組 

１）騒音・振動・悪臭防止対策の推進 

☆で示す施策は重点施策であることを示しています。 

 

 
68国民の健康の保護を図ることを目的にダイオキシン類に関する基準や規制を定めた法律 
69事業者による化学物質管理の改善を促進し、環境保全上の支障を未然に防止することを目的とした法律 

施策 実施担当課 

① ☆工場や事業者への騒音・振動の規制及び指導 

 関係機関と連携し工場や事業場における騒音・振動の規制、指導に努めます。 生活環境課 

② 畜産農家に対する臭気防止対策の指導  

 畜産農家に対し、助成制度の情報提供等を行いつつ、ふん尿処理施設の整備、悪臭

防止対策等の指導に努めます。 

生活環境課 

農政課 
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２）近隣公害の未然防止 

施策 実施担当課 

① ☆生活騒音の防止に関する周囲への配慮行動の啓発 

 ペットの無駄吠えや楽器、カラオケ等、近隣生活騒音の防止に関して、お互いに周囲へ

思いやりをもった配慮行動の啓発に努めます。 
生活環境課 

☆で示す施策は重点施策であることを示しています。 

 

 環境指標 

評価項目 
基準年度 実績 

令和元(2019)年度 

実 績 

令和 6(2024)年度 

目 標 

令和 12(2030)年度 

公害苦情件数 15件 4件 0件 

公害苦情件数のうち

悪臭に関する件数 
9件 3件 0件 

公害苦情件数のうち

騒音・振動に関する

件数 

4件 1件 0件 
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No.４ 快適環境 ～ゆとりと潤いのある快適に暮らせるまち～ 

【基本方針】快適な都市環境の創出 

 現状と課題 

公園や緑地は生活へ潤いや安らぎを与える効果

の他、健康活動やコミュニティの場としての機

能、防災・減災機能、環境保全機能、観光資源の

価値向上を通じた経済・活力の維持向上等、近年

の社会課題に対して課題解決の可能性が期待され

ています。本市の都市公園は、人口減少の影響も

ありますが、計画的な編入を行っており、令和６

（２０２４）年度の一人当たりの公園面積は、

４．７０㎡となっています。都市公園と併せて、全

体的に防災機能を持つ公園施設や身近な公園が不足

している状況であり、市街地周辺や中山間地域等、身近な公園等が不足している地域にお

いては、公園の配置について検討していく必要があります。 

 

 環境の保全・創造に向けた市の取組 

１）良好な住環境及び街並みの保全・創出 

施策 実施担当課 

① 農地・自然と調和した計画的な土地利用の推進 

 伊達市都市計画マスタープランに基づき、農地・自然と調和した計画的な土地利用を

推進します。 

都市政策課 

農政課 

② 歴史的建造物との調和や田園・里山風景等の伊達市らしい景観の保全 

 伊達市らしさの残る歴史的建造物等と調和した街並みの保存に努めます。また、田畑

や果樹園が醸し出す田園・里山風景の保全に努めます。 

生涯学習課 

都市政策課 

農政課 

③ 空き家の管理者に対する適正管理の啓発・指導 

 適切に管理されていない空き家の管理者に対し、除草等の適正管理を啓発・指導しま

す。 
都市政策課 

④ 屋外広告物の適正な規制や落書きの防止 

 屋外広告物の適正な規制・誘導等、街並みの美観の保持に努めます。 都市政策課 

 

  

保原総合公園 
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２）緑化の推進 

施策 実施担当課 

① 住宅地における緑化協定の促進及び保存樹の指定 

 住宅地の整備等に際して建築協定や緑化協定等を促進します。 都市政策課 

② ☆公共スペースの緑化及び公園の配置検討 

 庁舎、公共施設、学校、街路樹等、市が管理するスペースの緑化を推進します。また、

身近な公園等が不足している地域においては、適正な誘致圏※70を考慮し、新たな公

園の配置を検討します。 

生活環境課 

公有財産管理課 

教育総務課 

都市政策課 

☆で示す施策は重点施策であることを示しています。 

 

 環境指標 

評価項目 
基準年度 実績 

令和元(2019)年度 

実 績 

令和 6(2024)年度 

目 標 

令和 12(2030)年度 

一人当たりの都市公

園面積 
4.20㎡ 4.70㎡ 5.12㎡ 

クリーンアップ作戦

開催回数 
1回 1回 1回以上 

緑化協定締結件数 1件 1件 1件以上 

 

  

 
70圏内の在住者がその施設の利用者として想.定される範囲 
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快適環境 

【基本方針】歴史・文化的環境の保全 

 現状と課題 

史跡や文化財等の地域に備わる歴史的文化的資

源は、その地域の個性や環境を形成する大きな要

素であり、そこに住む人々の誇りとなります。 

本市には多くの歴史的文化的資源が残されてお

り、令和６（２０２４）年度現在の市内の指定文

化財は、１１９件となっています。 

国の史跡・名勝に指定されている名峰霊山をは

じめ、梁川八幡神社、梁川城跡、宮脇廃寺跡等、

各地域に貴重な史跡が残っています。また、歴史

的文化的資源、郷土に伝わる伝統の祭りが各地に

あり、地域が育んできた歴史や文化を活用した多くの観光・レクリエーション施設も点在

しています。 

本市の魅力の一つとして、貴重な地域資源の価値を再認識し市民の理解や郷土意識を醸

成するとともに、計画的な維持・保全を図ることが重要です。また、伊達氏ゆかりの歴史

資産を中心とした景観等、本市の特色を活かした景観資源の保全と活用により、快適環境

の形成を図るとともに観光資源として地域の活性にも寄与できると考えられます。 

 

 環境の保全・創造に向けた市の取組 

１）文化財の保全・活用と伝統文化の継承 

施策 実施担当課 

① 保原歴史文化資料館等の活用を通じた歴史・文化の理解促進 

 郷土の歴史・文化を理解する機会として、保原歴史文化資料館等の活用を促進します。 生涯学習課 

② ☆文化財の保存及び文化財保護ボランティアの育成 

 指定文化財の計画的な整備を推進し、文化財の保存に努めます。また、地域の文化

財は地域で守ることを基本に、文化財保護ボランティアを育成します。 
生涯学習課 

③ 民俗芸能等の保護・継承のための活動支援 

 伊達市指定文化財となっている民俗芸能等の保護・継承のための活動を支援するとと

もに、地域の祭りや伝統行事等への参加を促進します。 

生涯学習課 

総合支所 

☆で示す施策は重点施策であることを示しています。 

 

 環境指標 

評価項目 
基準年度 実績 

令和元(2019)年度 

実 績 

令和 6(2024)年度 

目 標 

令和 12(2030)年度 

文化財、文化施設を活用

したイベント参加者数 
1,780人 2,035人 2,035人以上 

指定文化財数 117件 119件 119件以上 

霊山神社例大祭 



 - 60 - 

快適環境 

【基本方針】まち美化に向けたマナーやモラルの向上 

 現状と課題 

市内における令和６（２０２４）年度の不法投棄搬入数は１８６件となっており、不法

投棄の内訳はタイヤが最も多くなっています。本市では、不法投棄の防止対策として、不

法投棄監視員による巡視や監視カメラの設置等を行っています。ポイ捨てについては、よ

り多くの市民にまち美化に取り組んでいただけるよう、広報紙や市ホームページ、SNSに

よる情報発信等、幅広い世代へ意識啓発の取組を行っています。 

また、町内会による側溝清掃や落ち葉拾い、福島県の「河川愛護デー」に合わせて河川

沿線の一斉清掃を行う「クリーンアップ作戦」等、実施しています。 

 

 環境の保全・創造に向けた市の取組 

１）不法投棄・ポイ捨て対策の推進 

施策 実施担当課 

① ☆不法投棄やポイ捨てによる散乱防止に関する意識啓発 

 広報紙や市ホームページ、SNS等を通じてごみの不法投棄や散乱防止に関する意識啓

発を図り、必要に応じて不法投棄の禁止を強く呼びかける啓発看板を設置します。 
生活環境課 

② 廃棄物の不法投棄に関する巡視等による不法投棄の未然防止と迅速な処理 

 廃棄物不法投棄監視員による定期的な巡視等により、不法投棄の未然防止と迅速な

処理に努めます。特に不法投棄が多い場所は、重点的に監視するエリアとして指定し、

悪質な不法投棄が続く場合には、監視カメラを設置します。 
生活環境課 

③ 観光事業者を通じた観光客のごみ持ち帰りに関する意識啓発 

 観光等で本市を訪れる人々に対するごみ持ち帰りの呼びかけについて、観光事業者へ

の協議依頼等による啓蒙を行い、観光客の意識啓発を促します。 
商工観光課 

☆で示す施策は重点施策であることを示しています。 

 

２）環境美化の推進 

施策 実施担当課 

① まち美化プログラムの推進と活動を実施する住民に対する支援 

 市内の都市公園や広場等の公共施設を対象に、緑化や美化活動を地域住民がボラン

ティアで受け持つまち美化プログラムを推進し、活動を実施する住民に対して必要な支

援を実施します。 

都市政策課 

生活環境課 

総合支所 

② ☆市民との協働による環境美化活動への参加促進と活動支援 

 地域で行われる一斉美化活動やクリーンアップ作戦、「うつくしまの道･川サポート制度等、

市内で行われる環境美化活動への参加を促進するとともに、活動を支援します。 

維持管理課 

生活環境課 

総合支所 

☆で示す施策は重点施策であることを示しています。 
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 環境指標 

評価項目 
基準年度 実績 

令和元(2019)年度 

実 績 

令和 6(2024)年度 

目 標 

令和 12(2030)年度 

不法投棄搬入数 319件 186件 100件 

うつくしまの道・川

サポート制度登録団

体数 

9団体 11団体 11団体以上 
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No.５ 放射性物質により影響を受けた環境  

～放射性物質による汚染からの環境再生を実現するまち～ 

【基本方針】放射性物質による汚染等への対応 

 現状と課題 

東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により、放射能対策は緊急で

最大の課題となりましたが、除染、ガラスバッジやホールボディカウンタ検査による放射

線量の把握等の対策により、放射能の不安は和らいできています。 

市内全域の平均的な空間線量も年々減少しており、令和５（２０２３）年に汚染状況重

点調査地域の指定が解除されました。今後も環境放射線モニタリング調査の継続や放射能

に関する相談業務等、地域の不安解消と市民の安心安全を確保するための取組を実施して

いく必要があります。 

 

 環境の保全・創造に向けた市の取組 

１）放射性物質による汚染等への適切な対応 

施策 実施担当課 

① ☆環境放射線モニタリング調査の継続と分かりやすい情報発信 

 環境放射線モニタリング調査を継続し、その結果についてわかりやすく情報発信するとと

もに、身近な放射線量の把握のため、放射線測定器の貸し出しを行い、市民の不安の

解消や安心の確保に努めます。 

防災危機管理課 

② 放射性物質モニタリング調査による食の安全確保 

 自家用農産物や水道水、井戸水の放射性物質モニタリング調査を行い食の安全を確

保するとともに、出荷制限食品についての周知に努めます。さらに、安全・安心な水道水

を供給するために施設の適正な管理に努めます。 

農政課 

上下水道課 

生活環境課 

③ 伊達市除染実施計画に基づく放射線量低減に向けた取組と森林資源の活用 

 除染に伴う除去土壌等を中間貯蔵施設へ搬出した仮置場の原状回復をし、地権者へ

返還するまで適正な管理を行います。また、放射性物質の影響を軽減する施策を実施

し、再び森林を活性化し森林資源の活用を促進します。 

防災危機管理課 

農林整備課 

④ ☆放射線に対する不安の解消と健康管理を通じた安全・安心の確保 

 市民の放射線への不安に対応するため、伊達市放射能相談センターを設置し、国及び

県と連携しながら相談支援を行います。また、ホールボディカウンタ検査による内部被ば

く検査と、ガラスバッジ等による外部被ばく検査を実施し、市民生活の安全と安心の確保

を図ります。 

防災危機管理課 

健幸づくり課 

⑤ ☆特産品の PRイベント等の開催を通じた風評被害の払しょく 

 市の特産品を多くの人に味わってもらう PR イベント等を開催することで、特産品の販売

促進による農業振興を図るとともに、風評被害の払しょくに努めます。 

農政課 

商工観光課 

☆で示す施策は重点施策であることを示しています。 
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２）放射線に関する理解促進 

施策 実施担当課 

① 放射線教育の推進による正しい理解の促進 

 小中学校において、平成３０（２０１８）年度改定した本市が独自に作成した放射線教育

副読本（平成２５（２０１３）年初版）の活用や放射線観察キットの貸出を通して放射線教

育を推進し、児童生徒の放射線についての正しい理解を深めます。 

学校教育課 

 

 環境指標 

評価項目 
基準年度 実績 

令和元(2019)年度 

実 績 

令和 6(2024)年度 

目 標 

令和 12(2030)年度 

環境放射線モニタリ

ング調査（代表地点:

本庁舎・総合支所） 

― ― 

モニタリング指標 

（減少をめざす） 

伊達市役所(保原本

庁舎) 
0.11μSv/h 0.064μSv/h 

伊達総合支所 0.09μSv/h 0.041μSv/h 

梁川総合支所 0.11μSv/h 0.047μSv/h 

霊山総合支所 0.09μSv/h 0.07μSv/h 

月舘総合支所 0.10μSv/h 0.056μSv/h 

特産品の PRイベント

等（風評被害の払し

ょくに向けたイベン

ト）開催回数 

7回 16回 16回以上 
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NO.６ 環境保全に取り組むための基盤づくり  

～ともに学び､考え､行動する環境にやさしいまち～ 

【基本方針】環境保全に向けた意識啓発・人材育成 

 現状と課題 

市民や事業者とともに協働による環境保全

に取り組むためには、一人一人の環境に対す

る意識の形成が重要となります。特にこれか

らの社会を担う児童・生徒達については、郷

土環境への愛着、環境の保全と創造のための

心得や習慣等に幼いうちから触れる機会があ

ることが重要です。 

本市では地球温暖化防止対策のための国民

運動「COOL CHOICE」に賛同し、温暖化対策を

推進しています。また、市内の豊富な森林資源

を生かした体験型の環境学習として、小学校における森林環境学習を推進しています。 

県でも各地域・各主体における環境教育・環境学習を支援しており、地域において環境

学習や環境保全活動を自主的に行うこどもエコクラブは、令和７（２０２５）年１０月１

日時点で、県内で９クラブ、３１６人が活動しています。 

さらなる環境教育・環境学習を進めていくために、県の主体的な参加意欲を育むための

体験型学習や県の取組等を活用した手法を検討する必要があります。 

 

 環境の保全・創造に向けた市の取組 

１）環境学習の場や機会の充実 

施策 実施担当課 

① 「ふくしまゼロカーボン宣言事業(学校版)※71」等への参加促進 

 「ふくしまゼロカーボン宣言事業（学校版）」等への参加やその取組内容を通じて、児童・

生徒等と教職員が一体となった気候変動対策への取組を推進し、環境配慮意識の醸

成を図ります。 

こども未来課 

学校教育課 

生活環境課 

② ☆小中学校における環境教育・環境学習の推進 

 地域への愛着や環境保全の大切さを身につけるため、小中学校における環境教育・環

境学習を推進し、更なる環境教育・環境学習を進めていくために ESD環境教育等を活

用した手法を検討します。また、環境教育に必要となる情報や教材の充実等により市内

の環境教育の促進を図ります。 

学校教育課 

生活環境課 

③ ☆ビオトープ等、身近な自然とのふれあいの機会の創出【再掲】 

 ビオトープの整備等を実施し、市内の子ども達が身近な自然とふれあえる機会を提供し

ます。 
生活環境課 

☆で示す施策は重点施策であることを示しています。 

 

 
712050年カーボンニュートラルの実現に向けて、県内の教育・保育施設、小学校、中学校、義務教育学校、

高等学校、特別支援学校、高等専門学校、専修学校、各種学校が取り組むべき内容を「見える化」するこ

とで、気候変動対策を推進し、環境配慮意識の醸成を図る事業 

森林学習の様子 
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２）人材の育成・活用 

施策 実施担当課 

① ☆市民・事業者に対する環境学習内容及び機会の充実 

 講演会や研修会等に県の環境アドバイザーや職員を講師として派遣する環境アドバイ

ザー制度や、出前講座の質の向上を図り、市民・事業所における環境活動を促進しま

す。 

生活環境課 

② 専門家や市民団体のデータベース化による地域に根ざした人材の活用促進 

 福島地球温暖化防止活動推進員や各分野の専門家や市民団体をデータベース化し、

地域に根ざし精通した人材の活用を促進し、市全体の環境活動の向上を図ります。 
生活環境課 

③ ☆地域の環境活動をけん引する指導者の養成 

 講習会や研修会を通じて地域の環境活動をけん引する指導者の養成に努めます。 生活環境課 

☆で示す施策は重点施策であることを示しています。 

 

 環境指標 

評価項目 
基準年度 実績 

令和元(2019)年度 

実 績 

令和 6(2024)年度 

目 標 

令和 12(2030)年度 

環境保全に関するイ

ベント等の開催回数 
3回 7回 10回 

環境活動指導者の養

成に向けた講習会の

開催回数 

― 0回 1回 
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環境保全に取り組むための基盤づくり 

【基本方針】環境保全活動の推進 

 現状と課題 

環境問題の解決には、地域からの行動が

とても重要です。地域の環境と密接に関わ

る市民や民間団体、事業者等の各主体が、

地域の特性を踏まえ、効果的な連携を図っ

ていくことが地域全体としての取組意識の

高まりにつながります。 

市内では、多くの NPO、市民団体が環境

美化や緑化活動等に積極的に取り組んでい

ます。また、県内の NPO団体のうち、市内

に本拠地の登録があり、環境保全に関する

活動を行っている NPO団体は、令和６（２

０２４）年度で１４団体となっています。NPO団体の他にも、市民ボランティア等、多く

の団体があります。 

市民や事業者の活動をより促進するために、主体的な取組意欲を引き出すインセンティ

ブの付与や、誰もが参加しやすい活動内容や時間を工夫した環境保全活動の開催、環境に

関する様々な情報提供、市の取組の周知等の対策が必要です。また、環境保全に取り組む

ボランティアを地域に定着させ、市全体として取り組む状況を醸成するためには、各地域

にて活動を指導・牽引できるリーダーが必要です。本市においても、今後各地域で広く主

体的な環境保全活動や環境学習を根付かせていくため、リーダーとなり得る人材を、講習

会等を通じて育成し、取組の輪を広げていくことが必要です。 

 

 環境の保全・創造に向けた市の取組 

１）市民・民間団体の取組促進 

施策 実施担当課 

① 表彰制度等、インセンティブの付与による市民の環境保全活動の促進 

 表彰制度を創設し、環境保全活動に積極的に取り組む市民や団体の表彰や、市内に

おける優れた環境保全の取組や市民団体の活動を広報紙、市ホームページ等で紹介

する取組により、市民の活動を広く広報するとともにモチベーションの向上を図ります。 

生活環境課 

秘書広報課 

② ☆市民団体の活動支援及び団体同士の交流推進によるネットワーク化の促進 

 環境保全団体等の市民団体の優れた取組や活動に対し、費用の一部補助を行う等、

活動の支援に努めます。また、市民団体等の交流を推進し、団体間での情報共有や

協働等、ネットワーク化の促進を図ります。 
生活環境課 

③ 各主体の協働による環境活動推進に向けた交流の促進 

 「伊達市環境基本計画推進会議」を通じて、市民、事業者、市が協働して環境への取

組を推進するための交流･連携を促進します｡ 
生活環境課 

☆で示す施策は重点施策であることを示しています。 

 

 

 

植樹の様子 
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２）事業者の取組促進 

施策 実施担当課 

① 環境マネジメントシステムを通じたエネルギー管理の促進【再掲】 

 ISO１４００１やエコアクション２１等の環境マネジメントシステムを始めとする環境保全活

動について、情報提供、費用補助、講習会等を行います。 
生活環境課 

② 情報提供や補助制度の紹介等を通じた省エネ設備の普及促進【再掲】 

 情報提供を通じた ESCO事業等の省エネ取組手法の普及や、省エネ設備導入に係る

補助制度の紹介等を通じて、省エネ設備の普及促進を図ります。 
生活環境課 

③ 運輸業へのグリーン経営認証の取得促進【再掲】 

 トラックやバス、タクシー運送事業等に対してグリーン経営認証の取得を促し、運輸業に

おける継続的な環境保全活動の推進に努めます。 
生活環境課 

④ グリーン購入等による市の率先した行動 

 環境に配慮した製品を選択して購入するグリーン購入や、環境配慮契約の取組促進

等、市が率先実行し市民へ見本を示すよう努めます。 

生活環境課 

公有財産管理課 

 

 環境指標 

評価項目 
基準年度 実績 

令和元(2019)年度 

実 績 

令和 6(2024)年度 

目 標 

令和 12(2030)年度 

環境保全に関する NPO法

人数 
3団体 14団体 20団体 

ISO１４００１認証取得

事業者数 
6事業者 5事業者 20事業者 

エコアクション２１認証

取得事業者数 
1事業者 1事業者 5事業者 
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つきだて交流館もりもり 
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第５章 伊達みんなのプロジェクト 
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第５章 伊達みんなのプロジェクト 

本計画で掲げる目標の達成に向けて、市と市民が協働し、先導的に取組を進めるプロジ

ェクトを「伊達みんなのプロジェクト」として実施します。プロジェクトの推進状況は、

毎年開催される伊達市環境基本計画推進会議にて共有し、市と市民の協働により、市内に

環境保全活動が波及することを目指します。 

 

 
 

【プロジェクトの目的】 

環境保全に関する取組促進のためには、未来を担う子ども達が環境について興味関心を

持ち、学べる環境が醸成されていることが非常に重要です。このプロジェクトでは子ども

達が自然と触れ合うことが出来る場として、市民と市が協力して里山を活用した遊び場や

ビオトープを整備することで、子ども達の環境教育を促進するとともに、里山を始めとす

る自然環境の保全と活用の促進を目指します。 

 

【プロジェクトの概要】 

プロジェクトメンバーが里山を活用した遊び場やビオトープの整備を進め、完成後は市

内の小学生の環境学習の場として提供します。また、活動の様子をパンフレット等にとり

まとめ、より多くの子ども達が環境に対して興味を持てるように市内に配布します。 

 

【体制（案）】 

 
  

No.１ 子ども達の環境教育の場と機会の創出 

～子ども達が全身で環境について学べる場を作っていこう！～ 
 

子ども達の環境教育の場 

整備プロジェクトチーム 

市 市民 

NPO団体等 

興味のある人を募集 

小学生 
市を通じて小学生に取組を告知 

活動支援 

里山を活用した遊び場やビオトープの整
備、パンフレット作成等 

［リーダー］ 

推進会議メンバー 
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【プロジェクトの目的】 

本市には豊かな里山があり、豊富な森林資源がありますが、林業従事者の高齢化から、

里山の整備が進まなくなることが懸念されています。このプロジェクトでは里山の整備を

促進するとともに、市内のバイオマス発電※72を普及させ、里山の資源活用と環境に優し

い生活の推進を目指します。 

 

【プロジェクトの概要】 

このプロジェクトでは、森林保有者が「木の駅※73」に持ち込んだ木材をバイオマス発

電で使用するチップ等に加工し、販売する仕組みを構築します。チップは市内の企業や公

共施設、市民に向けて販売し、市内のバイオマス発電利用を促進させます。 

 

【体制（案）】 

 
  

 
72木質バイオマス、メタン発酵ガス等、生物資源を活用した発電方式 
73林所有者が出荷する間伐材や林地残材等の集積場 

No.２ 里山の整備・木質バイオマスの利用促進 

～豊かな里山を維持しながらバイオマス発電を広めよう！～ 
 

木の駅プロジェクトチーム 

［リーダー］ 
推進会議メンバー 

市 

市民 

NPO団体等 

興味のある人を募集 

市を通じて NPO団体に協力を打診 

活動支援 

木の駅 

木材の回収・伐採の代行・ 

加工・販売 

伐採した木材の持ち込み 

森林保有者 

支払い 

運営 

企業や公共施設 

市民 

現金で支払い 

木材やチップの販売 

普及啓発 

導入促進 

購入を促す 

 
自力での伐採が難し
い人は木の駅に伐採
代行を依頼 



 - 72 - 

 
 

【プロジェクトの目的】 

本市では１人１日当たりのごみ排出量が全国及び県より高くなっており、リサイクル率

は低い状況となっています。このような状況を改善するため、このプロジェクトでは、ご

みの削減について市民が自ら考えることで、行動改善のきっかけを創出する場となること

を目指します。 

 

【プロジェクトの概要】 

ごみの排出量を減らすための検討会や生ごみを持ち寄り、どのように堆肥化していくの

かを体験するワークショップ※74等、市民がごみ削減の取組を身近に感じられるようなイ

ベントを開催します。また、その結果をリーフレット※75に取りまとめて配布し、プロジ

ェクトに参加しなかった市民にも取組を波及させます。 

 

【体制（案）】 

 

 

  

 
74参加者自身が討論に加わったりする等、参加体験型、双方向性のグループ学習 
75宣伝・広告や案内・説明等のための一枚刷りの印刷物 

No.３ 廃棄物の発生抑制  

～ごみ削減の取組をもっといろんな人に知ってもらおう！～ 
 

ごみ削減プロジェクトチーム 

［リーダー］ 

推進会議メンバー 
市 

市民 

NPO団体等 

興味のある人を募集 

活動支援 

市民 

ワークショップを実施 

ワークショップで作成した 

リーフレットを提供 
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第６章 市民・事業者の取組 
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第６章 市民・事業者の取組 

市の環境の保全・創造に向けて、市民・事業者の皆様に取り組んでほしい内容を下記のとお

り整理しました。日常生活の中で出来る取組を実践していきましょう。 

 

１ 市民の取組 

 
  

●電気･ガス･灯油等を使うとき 

（１）日常生活におけるエネルギーの効率的な利用に努めましょう。 

 環境家計簿（環境によい影響を与える行動を記録、集計を行うもの）や省エネナビ

（エネルギー消費量の目標や達成状況を通知する機器）等のツールを活用する等

し、日常生活における環境負荷を定量的に把握し、行動を見直しましょう。 

 電気製品の待機時消費電力の削減に努めましょう。 

 

（照明） 

 人のいない部屋の照明は、消灯しましょう。 

 外灯は最小限にとどめ、センサーライトの使用に努めましょう。 

 

（空調） 

 暖房の設定は室内温度が２０度、冷房の設定は室内温度が２８度になることを目安

に設定しましょう。 

 伊達市の特産品であるニット製品を活用し、夏は半袖等の軽装、冬は厚着や重ね着

等、温度調節の工夫に努めましょう。 

 カーテンやブラインド、すだれ、扇風機（冷暖気の循環）等を使って冷暖房の効率

をあげましょう。 

 

（冷蔵庫） 

 冷蔵庫には食品をつめこまないようにし、ドアの開閉は少なく手早く行いましょ

う。 

 

（２）日常生活におけるガス・灯油等の節約に努めましょう。 

 ガスコンロは、鍋底からはみ出さない火加減で使いましょう。 

 ストーブを使用するときは、可能であればやかんをのせて湯を沸かしましょう。 

 お風呂は家族で続けて入り、こまめにフタをしましょう。 
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●水を使うとき 

（１）日常生活における水の節約や有効利用に努めましょう。 

 蛇口やトイレ等に節水用器具を設置しましょう。 

 雨水を溜め、洗車や植木・草花への水やり、防火用水等に利用しましょう。 

 井戸を所有（井戸水を飲用）している家庭では、適正管理に努めましょう。 

 

（２）家庭からの生活雑排水の抑制に努めましょう。 

 野菜を洗った水や米のとぎ汁を、打ち水や植木・草花への水やりに利用しましょう。 

 食用油は使い切るようにし、廃油は流さないようにしましょう。 

 合成洗剤の使用を控え、環境にやさしい洗剤を適量使用しましょう。 

 下水道への接続や浄化槽の設置・維持管理により、公共用水の汚濁防止に努めまし

ょう。 

● 食事・料理するとき 

 食事は作りすぎず、作りすぎた場合は冷凍庫でフリージングするようにしましょう。 

 野菜くずは極力出さず、使い切るように努めましょう。 

 下ごしらえに電子レンジを使用しましょう。 

 食器洗浄機は節水モードで使用しましょう。 

 農産物等を購入する際は、地場産品を積極的に選択しましょう。（地産地消） 

 モニタリング調査により安全が確認された農産物等、積極的に消費しましょう。 

 減農薬・減化学肥料や有機栽培でつくられた作物を積極的に購入しましょう。 

 マイ箸、マイボトル、マイカップ等の携行・利用に努めましょう。 

 食べきれない食品はフードバンク（賞味期限前だが販売できない食品を集めて活用

する仕組み）・フードドライブ（家庭で余った食品を集める仕組み）を通じてフー

ドロスを減らしましょう。 

 

コラム① フードロスって何？？  

フードロスとは、本来食べられるのに捨てられてしまう食品をいいます。日

本のフードロスの量は年間４６４万 t、１人当たりでは約３７kg（農林水産

省 令和５｟２０２３｠年度推計値）で、毎日お茶碗１杯分のご飯を捨て

ているのと同じ量です。 

 

食品ロスを減らすためには、家で食品ロスが出な

いようにするだけでなく、食べ物を買うときは賞味

期限の近い商品から買ったり、飲食店では食べき

れる分量を注文して食べ残しを出さない等、日常

生活の中で意識することが大切です。 
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●移動するとき 

 自動車を購入更新する際は、低公害車や低排出ガス車、低燃費車等、環境負荷の少

ない自動車を選択しましょう。 

 自動車を運転する際は､アイドリングストップ等、燃費効率のよいエコドライブを心

がけましょう。 

 近い場所の移動は自転車や徒歩で移動しましょう。 

 公共交通機関、自転車の利用、徒歩等により、自動車利用の抑制に努めるととも

に、エコ通勤やパーク＆ライドの取組を推進しましょう。 

 

● ごみを処理するとき  

 使わなくなったものはすぐに廃棄せず、再利用の検討やフリーマーケットでの販売

を検討し、捨てる時は可能な限りリサイクルや廃品回収等に出しましょう。 

 子供服やおもちゃ等は、兄弟や友達同士等、親しい人で譲りあいましょう。 

 アルミ缶やビン類、牛乳パック、ペットボトル、古新聞、段ボール等は資源回収に

出しましょう。 

 不用となった衣類、古布等は油ふき等に利用しましょう。 

 古くなったものでも、修理や掃除をしてまた使用しましょう。 

 ごみは決められた回収日に、決められた方法で出しましょう。 

 屋外でのごみの焼却はやめましょう。 

 エアコンや冷蔵庫等を廃棄する際は回収業者に処理を依頼し、家電リサイクル法に

基づき適正にフロンを処理しましょう。 

 

コラム② なぜ徒歩や公共交通機関が環境に優しいの？？ 

１人が１km移動する時のＣＯ２排出量は、マイカーでは１２７g-ＣＯ２／

人 km、バスでは６３g-ＣＯ２／人 km、鉄道では１７ｇ-ＣＯ２／人 km（国

土交通省）です。徒歩や自転車はもちろんのこと、公共交通機関も自動

車の移動に比べてＣＯ２排出量が少なく、環境にやさしいことが分かりま

す。通勤や通学、ちょっとした外出はまず徒歩や自転車で、旅行等も電

車やバスの利用を心がけてみましょう。 
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コラム③ ごみはどのように処理されるの？？ 

私達が排出したごみは、下の図のように処理されます。 

可燃ごみは市区町村により収集され、清掃工場で燃やされて灰になります。灰は埋め立てて処理

します。燃やすことが出来ない資源ごみはリサイクルされ、不燃ごみや粗大ごみは鉄やアルミは回

収しリサイクルされ、そのほか再利用できないものは埋め立てられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜出典：資源・リサイクル促進センターホームページ＞ 

 

埋立処分場の残余年数（埋立処分場が満杯になるまでの残り期間の

推計値）は２４．８年（令和５｟２０２３｠年度末時点）で厳しい現状が

続いています。埋立処分場をこれからも長く使っていくためにも、市民

一人一人がごみを削減するための意識を持って生活していくことが必

要です。 

また、ごみ処理には巨額の経費が掛かっています。ごみを減らすこと

はごみ処理コストの削減に繋がり、皆様の納める税金を他の事業に活

用することができます。 

今後ともご協力をお願いします。 
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● 買い物をするとき  

 計画を立て、必要なものを必要な量だけ買うように努めましょう。 

 繰り返し利用できる製品を優先し、プラスチック製品を使用した使い捨て製品はな

るべく買わないようにしましょう。 

 製品を買う際は省エネ型製品等、環境に配慮した製品を優先的に購入しましょう

（グリーン購入）。 

 容器や包装紙のない商品を選びましょう。 

 洗剤、調味料等は詰め替え可能な商品を選びましょう。 

 家具等の木材製品を購入する際は、間伐材等を利用した製品を積極的に選択しまし

ょう。 

● 誰もが気持ちよく過ごすために  

 自分で出したごみは必ず持ち帰り、ポイ捨てはやめましょう。 

 ペットのふんの後始末や路上喫煙の自粛、等マナーを守り、まちの美化に努めまし

ょう。 

 一斉美化活動やクリーンアップ作戦等に積極的に参加しましょう。 

 家庭において緑のカーテンや敷地内緑化を実践し、緑豊かな景観づくりに努めまし

ょう。 

 文化財等に対する理解を深め、保護意識を持ちましょう。 

 郷土の歴史や文化に対する理解を深め、地域文化の振興に協力しましょう。 

 郷土の伝統産業や祭りに関心を持ち、積極的に参加・協力しましょう。 

 不法投棄を見つけた場合は、速やかに市や関係機関に連絡しましょう。 

 空き地や空き家の所有者は、除草や散乱ごみの防止、安全管理等、適正管理に努め

ましょう。 

 

コラム④ プラスチックを使用した使い捨て製品はなぜ買わない方が良いの？？ 

プラスチックごみ問題は世界で注目されている問題です。 

プラスチックは私たちの生活を便利にしてくれますが、分解されにくい性

質のため、土や海に捨てられると長期間にわたり分解されずに残ってし

まいます。 

また、プラスチックは燃やすと地球温暖化の原因となる温室効果ガスが

多く発生したり、原料に有限である石油資源を使用していたり、環境へ

の負荷が大きい素材です。 

使い捨てのプラスチック製品はなるべく買わないように気を付

けるとともに、使用したプラスチックはポイ捨て等をせずに適

正に処理することを心がけましょう。 
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● 自然を守るために  

（１）自然環境を守るためのマナーの徹底に努めましょう。 

 自然とふれあう場で出したごみは必ず持ち帰りましょう。 

 

（２）野生生物の保全に努めましょう。 

 動植物をむやみに捕獲・採取したり、傷つけたりしないようにしましょう。 

 動植物（移入種）の持ち込み等、生態系を乱すような行為はやめましょう。 

 野生動物（鳥獣）に餌をやらないようにしましょう。 

 市や民間団体等が行う貴重な野生生物等の保護活動に参加・協力しましょう。 

 地域の生態系を理解するため、生物調査等に参加・協力しましょう。 

●近隣公害をなくすために  

（１）家庭における悪臭の発生防止に努めましょう。 

 ごみ捨てルールの遵守やごみステーションの清掃、管理を通じてごみの悪臭防止に

努めましょう。 

 合併処理浄化槽の適切な維持管理や自宅周辺の下水・側溝の定期的な清掃等によ

り、悪臭の発生を抑制しましょう。 

 

（２）家庭における騒音防止に努めましょう。 

 家庭でのピアノやカラオケ等は､近隣に迷惑をかけないよう、時間帯や音量に配慮し

ましょう。 

 飼い犬が無駄吠えをしないよう、飼い主は適切にしつけしましょう。 

コラム⑤ 生態系って何？里山はなぜ大切？？ 

地球の環境は、大気、水、土、太陽光、そして多様

な生物の営みによって成り立っています。地球の長

い歴史を通じ、生物の働きによって現在のような多

様な環境が作られてきました。多様な生物とその生

息が生きている自然環境をあわせて「生態系」と呼

びます。 

里山は、人々に食料や木材等の自然資源を始めと

した様々な恵みを供給する同時に、動植物の生息

場所となり、自然を豊かにする役割も担っている大

切な環境です。 

本市の多くの面積を占める里山を保全していくことは、生態系を守っていくことにもつながります。

将来世代へ今ある豊かな自然環境を残していくために、里山やそこで形成される生態系の保全

に努めましょう。 
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●一歩進んだ環境配慮を実践するために  

（１）環境に関する情報を収集し、自己学習に努めましょう。 

 地域が行う環境調査等の環境学習や市が行う出前講座を積極的に参加・協力し、環

境保全に対する理解を深めましょう 

 市内にある環境保全関連施設や先進的な取組地の視察・見学等を通じて環境保全の

理解を深めましょう。 

 環境保全に関する研修会や講習会等に積極的に参加し、日常的にできる環境保全活

動を実践しましょう。 

 子ども達に地場産農産物の美味しさを教えましょう。また、学校における食育や環

境教育の取組を、家庭においても実践しましょう。 

 子ども達が自然にふれあう機会を増やし、自然環境への興味関心を促進しましょう。 

 

（２）環境学習の場への積極的な参加に努めましょう。 

 自然観察イベント等に積極的に参加し、市の自然環境への理解を深めましょう。 

 霊山こどもの村や、つきだて交流館もりもり等の自然体験型施設を積極的に利用し

自然とのふれあいの機会を増やしましょう。 

 森林観察会や里山整備等の環境保全活動に積極的に参加しましょう。 

 地域における河川やため池等の清掃に協力しましょう。 

 

（３）環境に優しい住宅を選択しましょう。 

 住宅の新築・改築にあたっては、冷暖房効率の高い高断熱・高気密な住宅にしまし

ょう。 

 再生可能エネルギー（太陽光発電、バイオマス発電等）や、エネルギーの高度利用

技術（ヒートポンプ、燃料電池等）の導入に努めましょう。 

 住宅の新築や建て替えの際は、地場産材を積極的に利用しましょう。 

 ペレットストーブや薪ストーブを導入しましょう。 

コラム⑥ バイオマス発電って何？？  

バイオマス発電とは、木材や食物残さ等のバイオマス（再生可能

な有機性資源）を原料として発電を行う技術のことです。バイオマ

スも化石燃料と同様に CO2が発生しますが、植物は CO2を吸収し

て成長するため、トータルで見ると大気中の CO2の量は増加しな

いと見なすことができます。そこで、化石燃料の代わりにバイオマス

を原料として発電を行うことによって、CO2の排出削減につながる

ことが期待されています。 

木材を原料とするペレットストーブ等を利用して CO2の削減に協力するとともに、市内の資源を使用

したエネルギー利用を促進しましょう。 

 CO2 
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２ 事業者の取組 

＜業種別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 農業 

 農業従事者は、有機栽培や減農薬栽培等、環境負荷の少ない農業に取り組みましょ

う。 

 遊休農地を活用した景観形成作物（菜の花等）の作付けや市民農園等により、市民

との交流を進めましょう。 

 農薬等は環境負荷軽減に努めながら適正に使用するとともに、減農薬、減化学肥料

栽培に努めましょう。 

● 建設業 

 建設工事を行う際は、低騒音・低振動型機械を使用しましょう。 

 建設業では、建設発生土の有効利用やアスファルト・コンクリート塊、コンクリー

ト塊、建設発生木材等の再資源化を推進するとともに、マニフェストの適正使用と

「建設リサイクル法」に基づく適切な費用負担を徹底しましょう。 

 開発事業を行う際は、「伊達市都市計画マスタープラン」等に基づき、適正な土地

利用に留意しましょう。 

 建物建設や開発事業等を行う際は、緑の保全・創出、周辺の歴史的環境や自然環境

と調和した伊達らしい景観づくりに協力しましょう。 

 開発事業を行う際は、埋蔵文化財に留意し、必要に応じて調査に協力しましょう。 

 開発事業を行う際は､鳥獣保護区や緑地環境保全地域等の地域指定の規則に従うとと

もに､水や緑の連続性に配慮し､生態系等への負荷を抑制した計画的な事業活動に努

めましょう｡ 

 開発工事に伴う土砂の流出を防止しましょう。 

 

● 製造業 

 地場産材を用いた製品開発を検討しましょう。 

 「騒音規制法」「振動規制法」「県生活環境の保全等に関する条例」に基づき､工場

や事業所から発生する騒音･振動の抑制に努めましょう｡ 

 工場や事業所では、「悪臭防止法」を順守し、防止に努めましょう。 

 生産工程における不要な動力や熱、照明の使用等がないか、見直しましょう。 

●運輸業 

 自動車台数の適正化に努めましょう。 
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＜全業種共通＞ 

 
 

 

 

● 卸売・小売業 

 卸売り・小売業では、商品の簡易包装や梱包材等の発生抑制に努めましょう。 

 

●飲食店 

 飲食店等では、地場産農産物を積極的に取り入れましょう。 

 使用しきれなかった食品はフードバンクを通じてフードロスを減らしましょう。 

 飲食店や食品加工場等では、メニューや調理方法の工夫により、調理くずや残飯等

の生ごみの減量化に努めましょう。なおも残る生ごみは飼料化や堆肥化、バイオマ

ス化することを検討しましょう。 

 

●自然環境に関する取組 

 森林や里山整備等の環境保全活動に積極的に参加しましょう。 

 ボランティアによる森林づくりに積極的に参加しましょう。 

 ペレットボイラー等を導入しましょう。 

 夜間照明は､生物に影響を与えないよう､照明の配置や方向、強さ、点灯時間に配慮

しましょう。 

 事業活動に伴う排水は敷地内において適正に処理し、基準値を超えないようにしま

しょう。 

 家畜等のふん尿は、適正に処理しましょう。 

 地域における河川やため池等の清掃に協力しましょう。 

 雨水タンク等を設置し、雨水の有効利用に努めましょう。 

 

●生活環境に関する取組 

 リサイクルしやすい製品の開発に努めましょう。 

 リサイクル可能な古紙類は可燃ごみとして出さず、適切に分別回収して古紙リサイ

クルに努めましょう。 

 事業系ごみは排出者の責任において、産業廃棄物は適切な許可業者等を通じて適正

に処理しましょう。 

 深夜営業等を行う際は、「県生活環境の保全等に関する条例」を順守し、近隣に迷

惑をかけないように配慮しましょう。 

 合併処理浄化槽等、悪臭の原因となる施設について、適正な管理に努めましょう。 

 業務用の冷凍機器や空調機器については、フロン排出抑制法に基づき適正処理を行

いましょう。 
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●快適環境に関する取組 

 施設整備の周辺の自然景観との調和や開発事業の影響が最小化に配慮しましょう。 

 事業所等を建設する際は、土地利用に配慮しつつ、市街地への立地に努めましょ

う。 

 屋外広告物の適正な設置や立て看板等の違法看板を設置しないことを通じて町の美

観を保ちましょう。 

 ライトアップする際は、周辺環境や省エネに配慮しましょう。 

 事業所敷地内の緑化に努めましょう。 

 市等が行う郷土の歴史に関する資料の調査や収集に協力しましょう。 

 郷土の伝統産業や祭りに対する理解を深め、積極的に協力・支援しましょう。 

 地域で行われる一斉清掃等、積極的に参加しましょう。 

 アダプトプログラム（市民と行政が協働で進める美化活動の仕組み）に事業所や職

場等で参加し、身近な道路や公園等の緑化・美化活動に取り組みましょう。 

 事業所敷地内は除草や散乱ごみの防止、安全管理等、適正管理に努めましょう。 
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●地球環境に関する取組 

 地球温暖化対策に資する「賢い選択」として、クールビズ・ウォームビズを始めと

した COOLCHOICE に取り組みましょう。 

 コピーやパソコン等のOA機器は､長時間使わない際はこまめに電源を切りましょう。 

 白熱電球は、省エネ効果の高い LED電球へ切り替えましょう。 

 過剰な店舗照明は見直しましょう。 

 ESCO事業の実施等検討し、設備の設置、更新に際しては、エネルギー効率の高

い設備の導入に努めましょう。 

 施設を新築･改築する際は､断熱化等により空調負荷の軽減に努めましょう。 

 廃熱回収や断熱対策による、温熱・冷熱の保温性向上および熱効率の向上を図りま

しょう。 

 建物を建設・更新する際は、再生可能エネルギー（太陽光発電、バイオマス発電

等）や、エネルギーの高度利用技術（ヒートポンプ、燃料電池等）の導入に努めま

しょう。 

 自動車を運転する際は、アイドリングストップ等、燃費効率のよいエコドライブを

心がけましょう｡ 

 公共交通機関、自転車の利用、徒歩等により、自動車利用の抑制に努めるととも

に、エコ通勤やパーク＆ライドの取組を推進しましょう。 

 テレワークの導入を検討し、移動に伴う二酸化炭素削減に努めましょう。 

 自動車を多く保有する運輸事業者等は、エコドライブや環境保全の体制を整備し、

「グリーン経営認証」の取得をめざしましょう。 

 LCA（ライフサイクルアセスメント/製品の原材料採取から廃棄で環境に与える影

響を分析評価する手法）、省エネルギー診断等の手法を活用し、事業活動の省エネ

ルギー化を図りましょう。 

 グリーン電力証書（グリーン電力として認定する発電設備の使用を証明する証書）

を活用する等し、事業活動に伴う電力のグリーン化を進めましょう。 

 カーボンオフセットによるサービスや商品の提供に努めましょう。 
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●環境保全を行う基盤づくりに関する取組 

 職場研修等で環境学習を進める際は、市が行う出前講座を積極的に活用しまし

ょう。 

 職場における環境教育・環境学習の推進に努めましょう。 

 環境学習の企画等、各団体において体験型の環境学習機会の創出に努めましょ

う。 

 NPOや市民団体等は、市が行う出前講座において、講師派遣や資材提供等に

おいて協力する等、地域コミュニティや市民団体等における環境学習等の取組

の支援・協力に努めましょう。 

 環境報告書を作成する等し、省エネルギー活動やその取組結果を積極的に公表

しましょう。 

 ISO１４００１やエコアクション２１等の環境マネジメントシステムを構築

し、組織的に環境負荷の少ない事業活動に取り組むとともに、他の事業者との

交流を通じて取組レベルの向上や取組の場の拡大を図りましょう。 

 伊達市商工会をはじめ、業界、工業団地等の企業・事業所の連携・交流組織を

通じて、他社や他業種との情報交換や交流を深め、環境保全の取組を活性化さ

せましょう。 

 環境保全に関する講習会や研修会、地域の美化・緑化活動等に積極的に参加し

ましょう。経営者は、社員の参加を奨励しましょう。 

 環境保全活動の実施状況等を、ホームページや環境報告書等で広く公表しまし

ょう。 

 研修会や講習会等の開催を通じて、地域コミュニティ等での環境保全活動の取

組の輪を広げ、リーダーを養成・育成しましょう。 

 新たな環境技術に基づいた地域産業を育てるため､産学官共同による研究開発に

努めましょう。 

 

コラム⑦ 環境マネジメントシステムって何？？ 

組織や事業者が、その運営や経営の中で自主的に環境保全に関する取組

を進めるにあたり、環境に関する方針や目標を自ら設定し、これらの達成に

向けて取り組んでいくことを「環境マネジメント」といい、このための工場や事

業所内の体制・手続き等の仕組みを「環境マネジメントシステム」といいま

す。環境マネジメントシステムには、環境省が策定したエコアクション２１や、

国際規格のＩＳＯ１４００１があります。 

地球環境問題に対応し、持続可能な発展をしていくためには、経済社会活動のあらゆる局面で環

境への負荷を減らしていかなければなりません。そのためには、幅広い組織や事業者が、規制に

従うだけでなく、その活動全体にわたって、自主的かつ積極的に環境保全の取組を進めていくこと

が求められます。環境マネジメントは、そのための有効なツールです。 
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第７章 計画の推進・進行管理 
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第７章 計画の推進・進行管理 

１ 計画の推進 

計画で定めた施策を実行的・効果的に推進していくため、計画の実施主体である市

民、事業者、民間団体、市が一体となり、主体的にこの計画を推進していくための仕組

みづくりに努めます。 

２ 計画の進行管理 

本計画の庁内における推進組織を「伊達市環境基本計画策定庁内調整会議」として組

織し、第４章で定めた環境指標を用い、毎年度の進行管理において定量的に環境施策の

進捗状況や目標の達成状況を点検・評価します。 

本計画の進捗管理の状況については、伊達市環境基本条例第１０条に基づき、毎年

度、点検・評価結果等を取りまとめて年次報告書を作成し公表します。また、市民を代

表して組織される「伊達市環境基本計画推進会議」に報告し、計画の推進に関して市民

の意見を反映します。 
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76Plan（計画）Do（実行）Check（評価）Act（改善）の繰返しにより業務を継続的に改善する手法 

 

計画 PLAN 

見直し ACT 

点検・評価 CHECK 

実施 DO 

・事業化・予算化 

・環境保全施策の年次計画立案 

環境保全施策の 

実効性向上 

PDCAサイクル※76による 

取組の継続的改善 

・年次計画に基づく施策や事業

の実施 

・各主体の環境保全活動の展開 

・協働による取組の促進 

・環境状況や施策進捗状況の点検及び評価・分析 

・年次報告書を通じた計画の進捗状況の公表 

・伊達市環境基本計画推進会議からの意見反映 

・施策や事業の進め方の改善 

・計画内容、実施内容の見直し

や改善 
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３ 各種計画との整合 

市の他の行政計画・行政施策のうち、環境の保全及び創造に関する部分については、

本計画の基本的な方向に沿って策定･推進するとともに、必要に応じて見直しを図りま

す。 

４ 財源の確保と財政負担の最小化 

限られた財源の中で効率的かつ着実に計画を推進するため、財源の確保や財政負担の

最小化に向けた補助制度の活用､基金制度の充実･拡大､公民連携､経済的手法等の手法を

検討します。 


